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１

１

ペ
ー
ジ

監
査
委
員
公
告

監
査
結
果
公
告
第
５
号

平
成
1
6
年
1
2
月
1
5
日
付
け
で
提
出
さ
れ
た
住
民
監
査
請
求
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
2
2
年

法
律
第
6
7
号
）
第
2
4
2
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
、
監
査
を
実
施
し
た
の
で
、
そ
の
結
果
を
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

平
成
1
7
年
２
月
1
4
日

秋
田
県
監
査
委
員
　
安
　
□
正
　
義
　

秋
田
県
監
査
委
員
　
菅
　
原
　
龍
　
典
　

秋
田
県
監
査
委
員
　
山
　
田
　
昭
　
郎
　

秋
田
県
監
査
委
員
　
小
　
玉
　
和
　
夫
　

第
１
　
請
求
の
受
理

１
　
請
求
書
収
受
年
月
日

平
成
1
6
年
1
2
月
1
5
日

２
　
請
求
人

秋
田
市
楢
山
城
南
新
町
８
番
1
1
号
　

鈴
　
木
　
正
　
和

秋
田
市
仁
井
田
本
町
二
丁
目
1
6
番
６
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
　
橋
　
京
　
子

３
　
請
求
の
要
旨
（
原
文
）

（
１
）
知
事
他
多
数
の
県
職
員
は
、
平
成
1
4
年
９
月
以
降
、
県
が
出
資
す
る
秋
田
空
港
タ
ー
ミ
ナ

ル
ビ
ル
社
長
そ
の
他
職
員
と
飲
食
や
ゴ
ル
フ
等
を
重
ね
た
う
え
、
そ
の
費
用
に
つ
い
て
も
同

社
か
ら
接
待
を
受
け
て
き
た
こ
と
が
県
民
か
ら
批
判
を
受
け
て
い
る
。
同
社
は
、
秋
田
県
が

管
理
す
る
空
港
に
付
帯
す
る
高
度
の
公
益
性
を
持
つ
秋
田
空
港
タ
ー
ミ
ナ
ル
ビ
ル
の
運
営
等

に
つ
い
て
独
占
的
に
業
務
を
行
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
秋
田
県
が
多
額
の
出
資
を
し
て
い
る

「
行
政
補
完
型
」
の
第
３
セ
ク
タ
ー
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ソ
ウ
ル
便
等
へ
の
乗
客
増
を
め
ざ

す
県
の
各
種
政
策
に
し
て
も
、
同
社
が
そ
の
恩
恵
を
受
け
る
関
係
に
あ
る
よ
う
に
、
同
社
の

事
業
は
県
の
国
際
交
流
政
策
や
交
通
政
策
そ
の
他
と
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
い
る
。

知
事
を
は
じ
め
と
し
た
県
職
員
が
、
こ
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
同
社
社
長
ら
と
高
額
か
つ

２
次
会
を
含
め
た
飲
食
等
を
頻
繁
に
く
り
返
す
こ
と
は
県
政
を
い
ち
じ
る
し
く
不
透
明
に
す

る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
よ
う
な
酒
食
宴
会
や
ゴ
ル
フ
等
で
接
待
を
受
け
る
な
ど
は

県
民
の
県
政
へ
の
信
頼
を
大
き
く
裏
切
る
も
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
許
さ
れ
な
い
。

（
２
）
右
タ
ー
ミ
ナ
ル
ビ
ル
と
関
係
の
中
で
、
別
紙
事
実
証
明
（
同
社
関
係
者
の
告
発
文
書
）
に

よ
れ
ば
、
知
事
は
平
成
1
5
年
1
2
月
2
6
日
に
同
社
関
係
者
ら
と
千
葉
県
の
富
里
Ｇ
Ｃ
で
ゴ
ル
フ

を
行
っ
た
と
さ
れ
、
知
事
は
事
実
を
認
め
て
い
る
。
同
日
は
県
庁
の
「
仕
事
納
め
」
の
日
で

あ
る
。
一
方
、
知
事
は
前
日
2
5
日
に
、
秘
書
課
職
員
（
女
性
）
を
随
行
し
「
本
省
庁
あ
い
さ

つ
ま
わ
り
」
で
東
京
に
公
務
出
張
し
た
。
知
事
及
び
随
行
職
員
の
右
出
張
に
か
か
る
記
録
で

は
同
日
に
出
発
し
、
同
日
に
帰
着
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
別
紙
事
実
証
明
書
（
県
東
京
事
務
所
の
「
自
動
車
使
用
簿
」
）
に
よ
れ
ば
、

1
2
月
2
5
日
、
知
事
ら
乗
せ
た
公
用
車
は
「
知
事
公
用
」
と
し
て
「
羽
田
・
霞
ヶ
関
・
成
田
」
を

1
1
時
か
ら
2
3
時
3
0
分
ま
で
2
0
2
㎞
運
行
し
て
い
る
。
更
に
公
用
車
は
翌
日
2
6
日
に
東
京
事

務
所
課
長
が
「
連
絡
用
務
」
と
使
用
し
、
成
田
・
東
京
間
を
1
2
時
4
5
分
か
ら
1
8
時
4
5
分
ま

で
1
6
5
㎞
運
行
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
1
2
月
2
6
日
に
秋
田
空
港
ビ
ル
関
係

者
と
ゴ
ル
フ
を
し
た
と
さ
れ
る
富
里
Ｇ
Ｃ
は
、
成
田
市
の
す
ぐ
近
く
で
あ
る
。

2
5
日
の
知
事
の
公
務
は
「
省
庁
あ
い
さ
つ
」
で
終
了
し
、
そ
の
後
の
右
ゴ
ル
フ
参
加
全
く

の
私
用
で
あ
る
か
ら
、
成
田
へ
の
公
用
車
の
運
行
が
「
知
事
公
用
」
で
あ
る
筈
は
な
い
。
ま

た
、
2
6
日
の
公
用
車
の
運
行
も
、
そ
の
理
由
、
時
間
が
公
務
と
し
て
は
き
わ
め
て
不
明
確
・

不
可
解
で
あ
る
。

従
っ
て
、
第
一
に
、
1
2
月
2
5
日
に
知
事
ら
２
人
が
秋
田
へ
帰
着
し
た
と
さ
れ
る
旅
費
の
支

出
関
係
文
書
は
虚
偽
記
載
の
疑
い
が
あ
る
。
第
二
に
、
2
5
日
に
成
田
へ
「
知
事
公
用
」
で
運

行
し
た
と
い
う
自
動
車
使
用
簿
も
虚
偽
記
載
の
疑
い
が
あ
る
。
第
三
に
、
2
6
日
の
自
動
車
使

用
簿
「
連
絡
用
務
」
と
の
記
載
も
同
様
の
疑
念
が
あ
る
。
以
上
の
疑
問
は
、
結
局
の
と
こ

ろ
、
2
6
日
の
知
事
の
富
里
Ｇ
Ｃ
行
き
を
覆
い
隠
す
た
め
に
行
わ
れ
た
と
の
疑
念
に
行
き
着

く
。

（
３
）
知
事
ら
２
人
は
2
5
日
に
「
本
省
庁
あ
い
さ
つ
ま
わ
り
」
を
目
的
に
出
張
し
た
。
し
か
し
、

当
日
は
本
省
庁
の
「
仕
事
納
め
」
の
前
日
で
あ
る
。
か
か
る
時
期
に
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う

な
「
あ
い
さ
つ
」
を
「
省
庁
」
に
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
も
、
な
ぜ

か
、
知
事
ら
２
人
に
係
る
本
件
旅
行
命
令
（
支
出
負
担
行
為
）
は
年
末
年
始
休
暇
後
の
翌
1
6
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２

年
の
１
月
７
日
に
行
わ
れ
た
。
知
事
が
相
手
の
あ
る
省
庁
訪
問
を
突
然
に
行
う
こ
と
は
あ
り

得
な
い
の
に
、
何
故
に
事
前
の
旅
行
命
令
と
い
う
正
規
の
手
続
を
と
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
右
の
公
務
終
了
後
に
成
田
へ
移
動
し
、
翌
日
に
ゴ
ル
フ
が
行
わ
れ
た
こ
と
、
更
に
知

事
は
成
田
か
ら
海
外
に
私
用
で
出
か
け
た
こ
と
、
関
係
公
文
書
に
前
記
虚
偽
記
載
が
行
わ
れ

た
こ
と
等
と
あ
わ
せ
れ
ば
、
本
件
省
庁
訪
問
が
、
真
に
知
事
の
職
務
遂
行
上
の
直
接
的
必
要

性
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
重
大
な
疑
問
を
提
起
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
４
）
知
事
の
国
土
交
通
省
訪
問
に
随
行
し
た
筈
の
前
記
秘
書
課
職
員
の
復
命
書
に
は
、
「
本
省

庁
あ
い
さ
つ
ま
わ
り
」
と
あ
る
の
み
で
、
訪
問
し
た
省
庁
名
も
、
相
手
先
職
名
も
、
訪
問
時

間
も
、
用
務
の
具
体
的
内
容
も
な
ん
ら
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
す
る
と
、
秘
書
は
何
の
た
め

に
公
費
を
使
っ
て
随
行
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
知
事
は
何
故
に
同
秘
書
を
随
行
さ
せ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
本
件
秘
書
の
随
行
は
県
の
職
務
遂
行
上
の
直
接
的
必
要
性
が
あ
っ
た
か
ど
う
か

に
つ
い
て
重
大
な
疑
問
が
あ
る
。

（
５
）
秋
田
県
は
、
本
件
に
関
し
、
①
知
事
ら
２
人
の
2
5
日
東
京
往
復
の
航
空
運
賃
と
し
て
計
８

万
1
2
0
0
円
及
び
随
行
職
員
の
同
日
の
給
与
、
②
2
5
・
2
6
日
の
公
用
車
「
成
田
」
２
回
往
復

の
た
め
に
、
東
京
事
務
所
職
員
（
運
転
手
２
名
、
課
長
１
名
）
に
つ
い
て
給
与
並
び
に
超
過

勤
務
手
当
等
、
③
右
公
用
車
の
使
用
に
と
も
な
う
燃
料
代
・
高
速
道
路
料
金
そ
の
他
、
を
支

出
し
た
。

し
か
し
、
前
述
の
よ
う
に
、
本
件
各
支
出
は
多
数
の
虚
偽
記
載
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
こ

と
、
本
件
出
張
及
び
公
用
車
使
用
等
は
県
の
公
務
遂
行
上
必
要
な
も
の
と
は
言
え
な
い
。
本

件
出
張
と
連
続
し
て
行
わ
れ
た
ゴ
ル
フ
や
海
外
旅
行
の
全
体
を
み
る
と
、
随
行
秘
書
及
び
東

京
事
務
所
職
員
ら
、
更
に
は
公
用
車
を
私
的
に
使
用
し
た
こ
と
は
明
ら
か
と
思
わ
れ
る
。

先
に
は
、
公
用
車
を
使
っ
て
パ
チ
ン
コ
に
興
じ
た
当
時
の
副
知
事
の
乱
脈
・
辞
職
事
件
も

あ
っ
た
。
食
糧
費
問
題
の
清
算
を
か
か
げ
て
登
場
し
た
知
事
の
行
為
に
、
か
か
る
公
私
混
同

の
疑
念
を
持
た
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
は
一
県
民
と
し
て
残
念
で
あ
る
。
し
か
し
、
県
政
ト
ッ

プ
の
知
事
が
か
か
る
公
私
を
混
同
し
、
県
民
の
汗
と
血
で
納
め
た
税
金
に
対
す
る
感
覚
を
失

う
こ
と
は
、
県
政
腐
敗
の
も
と
と
な
る
こ
と
は
、
同
事
件
の
最
大
の
教
訓
で
あ
る
こ
と
を
県

民
は
忘
れ
て
い
な
い
。
知
事
に
対
し
、
猛
省
を
求
め
て
、
本
件
住
民
監
査
請
求
を
行
う
も
の

で
あ
る
。

よ
っ
て
、
本
件
各
支
出
に
つ
い
て
監
査
し
、
違
法
・
不
当
な
支
出
に
つ
い
て
賠
償
を
求
め

る
勧
告
を
お
こ
な
う
よ
う
請
求
す
る
。

４
　
請
求
の
要
件
審
査

本
件
請
求
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
2
4
2
条
に
規
定
す
る
要

件
を
具
備
し
て
い
る
も
の
と
認
め
受
理
し
た
。

第
２
　
監
査
の
実
施

１
　
監
査
の
対
象
事
項

平
成
1
5
年
1
2
月
2
5
日
か
ら
2
6
日
に
お
け
る
知
事
及
び
職
員
の
東
京
出
張
に
関
し
、
旅
費
、

職
員
の
給
与
並
び
に
公
用
車
の
使
用
に
よ
る
燃
料
費
等
の
支
出
に
つ
い
て
、
違
法
又
は
不
当
な

公
金
の
支
出
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
。

２
　
監
査
対
象
課

秘
書
課

人
事
課

東
京
事
務
所

３
　
請
求
人
の
証
拠
の
提
出
及
び
陳
述

法
第
2
4
2
条
第
６
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
1
7
年
１
月
1
3
日
に
証
拠
の
提
出
及
び
陳
述
の
機

会
を
設
け
た
と
こ
ろ
、
請
求
人
か
ら
１
月
1
2
日
新
た
な
証
拠
の
提
出
が
あ
っ
た
が
、
陳
述
は
な

か
っ
た
。

第
３
　
監
査
の
結
果

１
　
事
実
関
係
の
確
認

（
１
）
年
末
に
お
け
る
知
事
の
省
庁
訪
問
に
つ
い
て

年
末
に
お
け
る
知
事
の
省
庁
訪
問
は
毎
年
行
っ
て
お
り
、
平
成
1
3
年
は
1
2
月
2
1
日
か
ら
2
2

日
に
か
け
て
、
1
4
年
は
1
2
月
2
0
日
に
、
1
5
年
は
1
2
月
2
5
日
に
、
1
6
年
は
1
2
月
2
2
日
に
そ

れ
ぞ
れ
実
施
し
て
い
る
。

（
２
）
平
成
1
5
年
1
2
月
2
5
日
の
東
京
出
張
に
つ
い
て

知
事
及
び
秘
書
職
員
は
、
当
日
秋
田
空
港
発
1
1
時
2
0
分
の
Ａ
Ｎ
Ａ
8
7
4
便
で
上
京
し
、
午

後
２
時
3
0
分
に
国
土
交
通
省
街
路
課
長
を
訪
問
し
、
そ
の
後
、
大
臣
官
房
審
議
官
、
大
臣
官

房
技
術
審
議
官
、
同
省
顧
問
の
順
に
訪
問
し
午
後
４
時
過
ぎ
に
終
了
し
て
い
る
。

省
庁
訪
問
終
了
後
、
知
事
は
東
京
事
務
所
に
戻
り
、
同
日
都
内
で
午
後
２
時
か
ら
午
後
３

時
3
0
分
ま
で
開
催
さ
れ
、
東
京
事
務
所
長
が
出
席
し
た
国
土
開
発
幹
線
自
動
車
道
建
設
会
議

に
つ
い
て
、
知
事
コ
メ
ン
ト
を
作
成
し
て
い
る
。

な
お
、
秘
書
職
員
は
こ
の
後
、
随
行
し
て
い
な
い
。

こ
れ
ら
の
用
務
終
了
後
、
知
事
は
都
内
で
夕
食
を
取
り
、
宿
泊
先
で
あ
る
千
葉
県
成
田
市

内
の
宿
舎
に
移
動
し
て
い
る
。

（
３
）
翌
2
6
日
以
降
の
日
程
に
つ
い
て

1
2
月
2
6
日
知
事
は
休
暇
と
な
っ
て
お
り
、
航
空
関
係
者
と
ゴ
ル
フ
を
し
た
後
、
午
後
５
時

に
成
田
空
港
か
ら
カ
ナ
ダ
旅
行
に
出
発
し
た
。
な
お
、
平
成
1
6
年
１
月
２
日
に
航
空
機
で
帰

県
し
て
い
る
。

秘
書
職
員
も
2
6
日
は
休
暇
と
な
っ
て
お
り
、
1
2
月
2
7
日
に
航
空
機
で
帰
県
し
て
い
る
。

（
４
）
知
事
及
び
職
員
の
給
与
及
び
旅
費
の
支
出
に
つ
い
て

ア
　
支
給
さ
れ
る
給
与
及
び
旅
費
の
支
出
の
根
拠

知
事
に
つ
い
て
は
、
知
事
等
の
給
与
お
よ
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
3
1
年
1
0
月
1
5
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３

日
秋
田
県
条
例
第
3
3
号
）
の
規
定
に
よ
り
、
給
与
（
給
料
、
期
末
手
当
、
寒
冷
地
手
当
）

及
び
旅
費
が
支
給
さ
れ
て
い
る
。

職
員
に
つ
い
て
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
2
8
年
４
月
１
日
秋

田
県
条
例
第
2
2
号
。
）
及
び
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
2
8
年
1
0
月
９
日
秋
田

県
条
例
第
6
3
号
。
以
下
「
旅
費
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
給
与
（
給
料
、
諸
手

当
）
及
び
旅
費
が
支
給
さ
れ
て
い
る
。

イ
　
公
用
車
を
使
用
し
た
場
合
の
旅
費
の
支
給

（
ア
）
知
事
の
場
合

知
事
等
の
給
与
お
よ
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
第
1
2
条
の
規
定
に
よ
り
、
知
事
に
対
す

る
旅
費
の
支
給
方
法
は
職
員
の
給
与
条
例
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
例
に
よ
る
も
の
と

さ
れ
て
い
る
。

旅
費
条
例
第
３
条
第
１
項
で
は
、
「
職
員
が
出
張
し
、
又
は
赴
任
し
た
場
合
に
は
、

当
該
職
員
に
対
し
、
旅
費
を
支
給
す
る
。
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
秋
田
県
旅
費
支

給
規
則
（
昭
和
2
8
年
1
1
月
９
日
秋
田
県
規
則
第
6
3
号
）
第
1
3
条
第
２
号
で
は
、
「
旅
行

者
が
公
用
の
交
通
機
関
、
宿
泊
施
設
、
食
堂
施
設
等
を
無
料
で
利
用
し
て
旅
行
し
た
た

め
、
正
規
の
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
車
賃
、
宿
泊
料
又
は
食
卓
料
を
支
給
す
る
こ

と
が
適
正
で
な
い
場
合
に
は
、
正
規
の
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
車
賃
、
宿
泊
料
又

は
食
卓
料
の
全
額
を
支
給
し
な
い
も
の
と
す
る
。
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
知
事
が
公
用
車
を
使
用
し
て
、
日
帰
り
で
旅
行
し
た
場
合
、
旅
費
は
支
給
さ
れ
な

い
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

よ
っ
て
、
知
事
に
対
し
公
用
車
使
用
に
係
る
部
分
の
旅
費
は
支
給
さ
れ
て
い
な
い
。

（
イ
）
職
員
の
場
合

職
員
に
対
し
て
は
、
旅
費
条
例
及
び
秋
田
県
旅
費
支
給
規
則
が
適
用
さ
れ
る
の
で
、

公
用
車
を
使
用
し
て
、
日
帰
り
で
旅
行
し
た
場
合
、
旅
費
は
支
給
さ
れ
な
い
こ
と
と
な

っ
て
い
る
。

よ
っ
て
、
職
員
に
対
し
公
用
車
使
用
に
係
る
部
分
の
旅
費
は
支
給
さ
れ
て
い
な
い
。

ウ
　
出
張
中
に
休
暇
を
取
得
し
た
場
合
の
旅
費
支
給
に
つ
い
て

出
張
中
の
年
次
休
暇
を
取
得
し
た
場
合
の
旅
行
命
令
に
つ
い
て
は
、
時
間
外
勤
務
命
令

・
旅
行
命
令
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
（
平
成
1
0
年
７
月
2
7
日
人
―
1
3
4
3
総
務
部
長
通
知
　

平
成
1
4
年
３
月
2
9
日
人
―
2
4
6
0
一
部
改
正
）
Ⅳ
の
１
に
よ
り
出
張
中
に
休
暇
を
は
さ
ん

だ
場
合
で
も
、
当
初
の
旅
行
命
令
は
有
効
で
あ
る
と
と
も
に
、
休
暇
中
は
旅
行
命
令
に
従

う
必
要
は
な
い
と
規
定
し
て
い
る
。

ま
た
、
旅
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
「
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
運
用
に
つ
い

て
」（
昭
和
4
2
年
４
月
1
1
日
人
―
2
3
9
総
務
部
長
通
知
　
平
成
1
4
年
３
月
2
6
日
人
―
2
3
8
1

一
部
改
正
）
第
５
条
関
係
３
に
よ
り
出
張
中
に
年
次
休
暇
を
取
得
し
て
も
原
則
的
に
旅
費

に
関
し
て
は
、
往
復
支
給
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
る
。

エ
　
旅
行
命
令
に
つ
い
て

知
事
及
び
秘
書
職
員
の
今
回
の
旅
行
命
令
に
つ
い
て
は
、
平
成
1
5
年
1
2
月
2
2
日
に
行
わ

れ
て
い
る
。

オ
　
支
出
負
担
行
為
に
つ
い
て

知
事
の
支
出
負
担
行
為
に
つ
い
て
は
、
出
張
後
の
平
成
1
6
年
１
月
７
日
に
発
議
・
決
裁

し
て
い
る
。

な
お
、
秘
書
職
員
に
つ
い
て
は
、
出
張
前
の
平
成
1
5
年
1
2
月
2
4
日
に
発
議
・
決
裁
し
て

い
る
。

カ
　
旅
費
の
支
給
額
に
つ
い
て

知
事
に
は
東
京
往
復
日
帰
り
分
と
し
て
4
0
,6
0
0
円
が
平
成
1
6
年
１
月
1
6
日
に
支
給
さ
れ

て
い
る
。

秘
書
職
員
に
は
東
京
往
復
日
帰
り
分
と
し
て
3
3
,1
1
0
円
が
平
成
1
6
年
１
月
1
3
日
に
支
給

さ
れ
て
い
る
。

キ
　
復
命
に
つ
い
て

復
命
管
理
簿
へ
の
記
載
に
よ
り
復
命
し
て
い
る
。

（
５
）
東
京
事
務
所
配
置
の
公
用
車
に
つ
い
て

ア
　
公
用
車
の
運
行
に
つ
い
て

公
用
車
の
運
行
に
あ
た
っ
て
は
、
「
秋
田
県
公
用
自
動
車
運
行
管
理
規
程
」
に
基
づ

き
、
運
行
管
理
者
で
あ
る
東
京
事
務
所
長
が
運
行
を
命
じ
て
い
る
。
運
行
命
令
は
、
使
用

者
名
、
使
用
年
月
日
及
び
時
間
、
用
務
、
用
務
地
等
を
記
載
し
た
「
自
動
車
使
用
簿
」
に

よ
り
使
用
承
認
と
併
せ
て
行
う
と
と
も
に
、
運
行
完
了
後
、
運
転
者
か
ら
走
行
キ
ロ
数
、

給
油
数
量
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
報
告
を
受
け
て
い
る
。

イ
　
運
行
状
況
に
つ
い
て

平
成
1
5
年
1
2
月
2
5
日
の
公
用
車
の
運
行
状
況
は
、
知
事
を
迎
え
る
た
め
羽
田
空
港
に
出

向
い
た
後
、
宿
泊
先
の
成
田
市
内
ま
で
知
事
の
送
迎
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。

翌
2
6
日
は
、
知
事
が
成
田
空
港
か
ら
カ
ナ
ダ
旅
行
に
出
発
す
る
予
定
が
あ
り
、
東
京
事

務
所
総
務
課
長
が
公
用
車
を
使
用
し
東
京
事
務
所
と
成
田
空
港
を
往
復
し
て
い
る
。

ウ
　
公
用
車
の
配
置
状
況
に
つ
い
て

東
京
事
務
所
に
は
、
ニ
ッ
サ
ン
・
シ
ー
マ
（
品
川
3
0
0
む
3
9
3
0
）
、
ニ
ッ
サ
ン
・
セ
ド

リ
ッ
ク
（
品
川
3
4
や
7
9
5
）
の
２
台
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。

エ
　
平
成
1
5
年
1
2
月
2
5
日
及
び
2
6
日
の
走
行
距
離
に
つ
い
て

2
5
日
の
走
行
距
離
は
羽
田
・
霞
ヶ
関
・
成
田
の
経
路
で
2
0
2
㎞
と
な
っ
て
お
り
、
使
用

さ
れ
た
公
用
車
は
品
川
3
0
0
む
3
9
3
0
で
あ
る
。

2
6
日
の
走
行
距
離
は
成
田
空
港
往
復
で
1
6
5
㎞
と
な
っ
て
お
り
、
使
用
さ
れ
た
公
用
車
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は
品
川
3
4
や
7
9
5
で
あ
る
。

オ
　
燃
料
費
等
の
支
出
に
つ
い
て

東
京
事
務
所
公
用
車
２
台
分
に
お
け
る
平
成
1
5
年
1
2
月
分
の
燃
料
費
は
3
0
,8
4
4
円
と
な

っ
て
お
り
、
平
成
1
6
年
１
月
2
7
日
に
支
払
わ
れ
て
い
る
。

高
速
道
路
の
利
用
料
金
に
つ
い
て
は
、
習
志
野
・
成
田
往
復
の
2
5
日
分
と
し
て
3
,1
0
0

円
、
2
6
日
分
と
し
て
3
,3
0
0
円
な
ど
が
支
払
わ
れ
て
い
る
。

2
6
日
分
の
成
田
空
港
で
の
駐
車
料
金
と
し
て
1
,2
5
0
円
が
支
払
わ
れ
て
い
る
。

（
６
）
時
間
外
勤
務
の
状
況
に
つ
い
て

平
成
1
5
年
1
2
月
2
5
日
、
2
6
日
の
公
用
車
使
用
に
係
る
時
間
外
勤
務
の
実
績
は
次
の
と
お

り
で
あ
る
。

平
成
1
5
年
1
2
月
2
5
日
　
　
東
京
事
務
所
運
転
職
員
　
　
　
５
時
間
3
0
分

同
1
5
1
5
2
6
日
　
　
　
　
　
　
同
上
　
　
　
　
　
　
２
時
間

２
　
監
査
対
象
課
の
説
明

（
１
）
秘
書
課
の
説
明

ア
　
省
庁
訪
問
等
の
必
要
性
に
つ
い
て

こ
れ
ま
で
も
県
で
は
、
政
府
の
新
年
度
予
算
編
成
の
時
期
に
併
せ
て
、
訪
問
先
の
都
合

や
知
事
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
調
整
の
う
え
、
知
事
が
各
省
庁
へ
の
挨
拶
や
要
望
活
動
を
行

っ
て
い
る
。

知
事
自
ら
が
、
各
省
庁
に
対
す
る
挨
拶
や
要
望
活
動
を
機
に
情
報
収
集
活
動
や
情
報
交

換
を
行
い
、
こ
れ
ら
を
県
の
新
年
度
予
算
編
成
の
参
考
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
必
要
で

あ
る
。

イ
　
秘
書
職
員
の
随
行
に
つ
い
て

知
事
本
人
と
公
務
日
程
の
調
整
や
確
認
を
行
う
と
と
も
に
、
知
事
と
県
の
各
機
関
や
団

体
等
と
の
迅
速
な
連
絡
体
制
の
確
保
や
、
知
事
か
ら
の
指
示
や
連
絡
事
項
の
伝
達
の
た
め

秘
書
課
職
員
も
し
く
は
東
京
事
務
所
職
員
が
常
時
同
行
し
て
い
る
。
ま
た
、
通
常
知
事
本

人
が
連
絡
を
受
け
る
こ
と
は
原
則
と
し
て
行
っ
て
い
な
い
。

ウ
　
1
2
月
2
5
日
の
旅
行
命
令
に
つ
い
て

知
事
の
国
土
交
通
省
訪
問
は
1
2
月
中
旬
頃
に
決
ま
っ
て
い
た
が
、
こ
う
し
た
事
前
日
程

の
調
整
に
も
拘
ら
ず
、
予
め
予
想
し
え
な
か
っ
た
用
務
等
に
よ
り
追
加
や
変
更
が
生
ず
る

こ
と
は
し
ば
し
ば
で
あ
り
、
知
事
の
出
張
に
係
る
旅
行
命
令
の
発
議
は
、
旅
行
日
の
直
前

に
行
う
場
合
が
多
い
の
が
実
状
で
あ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
知
事
及
び
知
事
秘
書
に
係
る
当
該
命
令
の
発
議
は
、
1
2
月
2
2
日

に
行
わ
れ
て
い
る
。

知
事
及
び
知
事
秘
書
は
1
2
月
2
5
日
上
京
し
、
国
土
交
通
省
訪
問
の
後
、
東
京
事
務
所
で

所
要
の
打
合
せ
を
行
っ
て
い
る
。

翌
1
2
月
2
6
日
は
、
知
事
は
航
空
関
係
者
と
ゴ
ル
フ
を
し
、
そ
の
後
成
田
空
港
か
ら
カ
ナ

ダ
に
旅
行
す
る
た
め
休
暇
を
予
定
し
て
お
り
、
ま
た
、
知
事
秘
書
も
私
用
の
た
め
出
張
前

に
休
暇
を
取
っ
て
お
り
、
1
2
月
2
5
日
に
は
帰
秋
し
え
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
県
の
旅
費
支
給
規
程
上
は
日
帰
り
の
旅
行
命
令
と
な
ら
ざ
る

を
え
ず
、
旅
行
命
令
に
記
載
し
て
い
る
行
程
と
実
際
の
旅
行
行
程
が
異
な
る
こ
と
と
な
る

が
、
こ
れ
は
「
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
運
用
に
つ
い
て
」
に
よ
り
、
適
正
に
執

行
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

エ
　
１
月
７
日
の
支
出
負
担
行
為
及
び
支
出
命
令
に
つ
い
て

知
事
の
出
張
旅
費
に
係
る
支
出
負
担
行
為
に
つ
い
て
は
、
出
張
直
前
ま
で
変
更
や
追
加

が
し
ば
し
ば
生
ず
る
こ
と
か
ら
、
航
空
機
使
用
の
場
合
に
は
変
更
が
容
易
な
普
通
運
賃
で

な
け
れ
ば
対
応
で
き
な
い
こ
と
、
宿
泊
場
所
が
予
め
指
定
さ
れ
る
場
合
も
多
く
旅
費
支
給

規
程
に
よ
る
宿
泊
料
で
は
対
応
で
き
な
い
場
合
も
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
旅
行
後
に
支
出

負
担
行
為
を
発
議
す
る
精
算
払
い
に
よ
る
旅
費
の
支
給
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

オ
　
1
2
月
2
5
日
の
公
用
車
使
用
に
つ
い
て

知
事
が
上
京
し
た
際
に
は
、
知
事
自
身
の
公
務
や
知
事
と
の
連
絡
調
整
、
羽
田
空
港
や

宿
舎
ま
で
の
送
迎
等
に
使
用
す
る
た
め
、
東
京
事
務
所
に
公
用
車
を
配
置
し
て
い
る
。

本
庁
に
お
い
て
も
、
知
事
の
登
退
庁
時
に
は
、
県
庁
・
知
事
公
舎
間
の
送
迎
は
も
と
よ

り
、
知
事
と
秘
書
課
職
員
と
の
日
程
調
整
や
各
種
の
報
告
用
務
、
対
外
的
な
連
絡
体
制
の

確
保
な
ど
の
必
要
性
が
あ
り
、
ま
た
、
退
庁
後
も
各
界
要
人
と
の
懇
談
等
の
対
外
折
衝
や

交
際
な
ど
が
予
定
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
こ
と
か
ら
、
公
用
車
を
使
用
し
て
お
り
、
通

常
宿
舎
ま
で
送
迎
し
て
い
る
。

1
2
月
2
5
日
は
、
知
事
は
千
葉
県
成
田
市
内
の
ホ
テ
ル
に
宿
泊
を
予
定
し
て
お
り
、
出
張

中
の
移
動
手
段
と
し
て
宿
舎
ま
で
公
用
車
を
使
用
し
た
も
の
で
あ
る
。

カ
　
1
2
月
2
6
日
の
公
用
車
使
用
に
つ
い
て

知
事
は
、
1
2
月
2
6
日
の
午
後
５
時
に
成
田
空
港
か
ら
カ
ナ
ダ
旅
行
に
出
発
す
る
予
定
と

な
っ
て
お
り
、
知
事
が
出
発
す
る
前
に
、
本
庁
か
ら
の
連
絡
事
項
が
あ
れ
ば
連
絡
し
、
知

事
か
ら
留
守
中
の
指
示
が
あ
れ
ば
伺
っ
て
く
る
目
的
で
、
東
京
事
務
所
総
務
課
長
が
公
用

車
を
使
用
し
、
成
田
空
港
を
往
復
し
た
も
の
で
あ
る
。

成
田
空
港
で
は
、
知
事
及
び
知
事
に
同
行
す
る
知
人
と
、
留
守
中
に
お
け
る
知
事
と
の

連
絡
方
法
の
最
終
確
認
を
行
っ
て
い
る
。

知
事
と
の
連
絡
調
整
は
、
危
機
管
理
上
の
観
点
か
ら
、
知
事
の
行
動
が
公
務
で
あ
る
と

私
的
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
重
要
な
こ
と
で
あ
り
、
た
と
え
知
事
の
行
動
が
私
的
な
も
の
で

あ
っ
た
に
せ
よ
、
職
員
が
知
事
と
連
絡
調
整
に
あ
た
る
業
務
自
体
は
公
務
で
あ
る
と
考
え

て
い
る
。

キ
　
措
置
請
求
に
対
す
る
考
え
方
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以
上
の
よ
う
に
、
平
成
1
5
年
1
2
月
2
5
日
の
知
事
及
び
知
事
秘
書
の
東
京
出
張
並
び
に
1
2

月
2
5
日
及
び
2
6
日
の
東
京
事
務
所
の
公
用
車
使
用
は
適
正
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い

る
。な
お
、
知
事
の
公
用
車
使
用
に
関
す
る
明
確
な
使
用
基
準
が
な
い
こ
と
か
ら
、
今
後
と

も
、
知
事
の
公
用
車
使
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
使
用
目
的
等
を
十
分
確
認
し
な
が
ら
適
正

に
運
行
し
て
ま
い
り
た
い
。

（
２
）
人
事
課
の
説
明

1
2
月
2
5
日
の
「
本
省
あ
い
さ
つ
ま
わ
り
」
の
業
務
を
予
定
ど
お
り
行
い
、
そ
の
後
何
日
か

休
暇
や
休
日
を
は
さ
ん
だ
と
し
て
も
、
旅
行
命
令
ど
お
り
秋
田
～
東
京
間
の
往
復
分
の
交
通

費
を
支
給
す
る
こ
と
は
、
旅
費
支
給
の
手
続
き
上
妥
当
な
も
の
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
。

（
３
）
東
京
事
務
所
の
説
明

ア
　
平
成
1
5
年
1
2
月
2
5
日
の
公
用
車
運
行
に
つ
い
て

平
成
1
5
年
1
2
月
2
5
日
、
知
事
は
羽
田
空
港
着
1
2
時
2
5
分
の
全
日
空
8
7
4
便
で
上
京
し
、

平
成
1
6
年
度
予
算
の
政
府
案
決
定
に
係
る
国
土
交
通
省
へ
の
あ
い
さ
つ
ま
わ
り
を
行
い
、

成
田
市
に
、
宿
泊
す
る
と
い
う
予
定
を
受
け
て
お
り
、
公
用
車
に
つ
い
て
は
羽
田
空
港
か

ら
霞
ヶ
関
を
経
て
成
田
市
ま
で
の
運
行
を
命
じ
た
。

国
土
交
通
省
の
あ
い
さ
つ
ま
わ
り
を
終
え
た
後
再
び
東
京
事
務
所
に
戻
り
、
同
日
午

後
、
都
内
で
開
催
さ
れ
た
国
土
開
発
幹
線
自
動
車
道
建
設
会
議
の
結
果
等
に
つ
い
て
、
同

会
議
を
傍
聴
し
た
東
京
事
務
所
長
か
ら
報
告
を
受
け
た
後
、
知
事
コ
メ
ン
ト
を
作
成
し
、

公
用
車
で
夕
食
会
場
ま
で
移
動
、
公
用
車
は
一
旦
戻
り
、
そ
の
後
再
び
公
用
車
で
宿
泊
予

定
の
成
田
市
の
ホ
テ
ル
に
向
か
っ
た
。

知
事
の
安
全
を
確
保
し
つ
つ
宿
泊
予
定
の
ホ
テ
ル
ま
で
公
用
車
で
移
動
す
る
こ
と
は
、

県
内
に
お
け
る
知
事
公
舎
か
ら
の
登
退
庁
と
同
様
の
も
の
と
考
え
て
お
り
、
公
務
の
一
環

で
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
。

イ
　
平
成
1
5
年
1
2
月
2
6
日
の
連
絡
用
務
に
つ
い
て

平
成
1
5
年
1
2
月
2
6
日
の
知
事
の
予
定
に
つ
い
て
は
、
同
日
か
ら
私
用
で
外
国
を
訪
問
す

る
と
聞
い
て
い
た
の
で
、
当
日
の
知
事
の
行
動
に
つ
い
て
は
公
用
車
の
運
行
を
は
じ
め
公

的
な
関
与
は
一
切
し
て
い
な
い
。

前
日
、
随
行
の
途
中
、
知
事
は
午
後
３
時
頃
に
成
田
空
港
に
来
る
と
い
う
こ
と
を
聞
い

て
い
た
の
で
知
事
と
も
話
し
合
い
、
本
庁
か
ら
の
連
絡
事
項
等
が
あ
れ
ば
報
告
し
、
指
示

事
項
が
あ
れ
ば
伺
う
こ
と
を
目
的
に
、
東
京
事
務
所
総
務
課
長
が
公
用
車
で
成
田
空
港
に

向
か
っ
た
。
途
中
の
混
雑
を
想
定
し
、
早
め
に
事
務
所
を
出
発
し
た
が
大
き
な
渋
滞
も
な

く
、
午
後
２
時
頃
に
は
成
田
空
港
に
到
着
し
た
。

知
事
は
午
後
３
時
を
過
ぎ
て
か
ら
成
田
空
港
に
来
た
が
、
そ
の
時
点
ま
で
本
庁
等
か
ら

知
事
に
報
告
を
要
す
る
事
項
は
特
に
入
っ
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
、
知
事
か
ら
不
在
中
の

指
示
に
つ
い
て
も
特
段
な
か
っ
た
の
で
、
知
事
が
外
国
に
滞
在
中
の
連
絡
方
法
を
確
認

し
、
午
後
４
時
頃
、
知
事
の
成
田
空
港
で
の
チ
ェ
ッ
ク
イ
ン
を
確
認
し
た
う
え
で
東
京
事

務
所
に
戻
り
、
こ
の
旨
秘
書
課
に
連
絡
し
た
。

３
　
監
査
委
員
の
判
断

以
上
の
よ
う
な
事
実
関
係
の
確
認
及
び
監
査
対
象
課
の
説
明
に
基
づ
き
、
本
件
請
求
に
つ
い

て
次
の
よ
う
に
判
断
す
る
。

（
１
）
知
事
の
省
庁
訪
問
に
つ
い
て

請
求
人
は
「
本
件
省
庁
訪
問
が
仕
事
納
め
の
前
日
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
翌
日
か
ら
私
的

な
旅
行
な
ど
が
予
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
真
に
必
要
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
重
大
な
疑
問
が

あ
る
。
」
と
主
張
し
て
い
る
が
、
知
事
の
年
末
の
省
庁
訪
問
は
毎
年
実
施
し
て
お
り
、
各
省

庁
に
対
し
て
要
望
活
動
や
情
報
交
換
を
行
い
、
県
の
新
年
度
予
算
編
成
の
参
考
に
す
る
も
の

で
、
特
に
当
時
は
秋
田
中
央
道
路
関
連
の
要
望
な
ど
の
た
め
、
国
土
交
通
省
へ
の
訪
問
が
必

要
で
あ
っ
た
と
の
秘
書
課
の
説
明
は
理
解
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

次
に
、
訪
問
期
日
に
つ
い
て
は
知
事
と
国
土
交
通
省
の
日
程
を
調
整
し
た
結
果
決
ま
っ
た

も
の
で
あ
る
と
秘
書
課
は
説
明
し
て
お
り
、
翌
日
以
降
の
知
事
の
個
人
的
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

と
の
関
連
で
恣
意
的
に
決
め
ら
れ
た
と
ま
で
は
確
認
で
き
な
い
。

ま
た
、
請
求
人
は
秘
書
職
員
の
随
行
の
必
要
性
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
る
が
、
知
事
の
職

務
は
重
要
か
つ
激
務
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
連
絡
等
の
た
め
職
員
が
常
時
同
行
す
る
必
要
が
あ

る
と
の
秘
書
課
の
説
明
は
納
得
で
き
る
。

（
２
）
公
用
車
の
運
行
に
つ
い
て

次
に
、
請
求
人
は
「
2
5
日
の
知
事
の
公
務
は
省
庁
訪
問
で
終
了
し
、
2
6
日
の
ゴ
ル
フ
等
は

全
く
の
私
用
で
あ
る
か
ら
、
2
5
日
の
成
田
ま
で
及
び
2
6
日
の
公
用
車
運
行
は
公
務
と
は
言
い

難
い
」
と
主
張
し
て
い
る
。
秘
書
課
も
認
め
て
い
る
と
お
り
知
事
の
公
用
車
使
用
に
関
す
る

明
確
な
使
用
基
準
が
な
く
、
特
に
知
事
の
登
退
庁
に
際
し
て
は
秘
書
課
の
裁
量
に
任
さ
れ
て

い
る
の
が
実
状
で
あ
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
秘
書
課
は
、
当
日
知
事
は
成
田
市
内
の
ホ
テ
ル
に
宿
泊
を
予
定
し
て
お

り
、
出
張
中
の
移
動
手
段
、
つ
ま
り
公
務
の
一
環
と
し
て
宿
舎
ま
で
公
用
車
を
使
用
し
た
と

説
明
し
て
い
る
。
確
か
に
出
張
中
に
出
張
目
的
地
内
の
宿
舎
ま
で
送
迎
す
る
こ
と
は
公
務
と

認
め
ら
れ
る
が
、
今
回
成
田
を
宿
泊
場
所
に
選
定
し
た
理
由
は
翌
日
の
ゴ
ル
フ
の
た
め
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
宿
舎
の
予
約
に
つ
い
て
公
務
で
あ
れ
ば
通
常
秘
書
課
が
予

約
す
べ
き
も
の
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
秘
書
課
は
何
ら
関
与
せ
ず
、
知
事
自
ら
予
約
し
て
い

た
と
説
明
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
推
察
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
こ
の
場
合
、
成
田
が
出
張
目
的
地
内
で
あ
る
と
も
言
い
難
く
、
成
田
ま
で
の

送
迎
を
公
務
と
主
張
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
翌
2
6
日
の
公
用
車
運
行
は
、
外
国
旅
行
の
た
め
国
を
離
れ
る
知
事
と
の
連
絡
調
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整
の
た
め
知
事
と
も
話
し
合
い
必
要
と
判
断
の
上
運
行
し
、
知
事
が
外
国
に
滞
在
中
の
連
絡

方
法
の
確
認
等
を
行
っ
て
お
り
、
公
務
外
と
ま
で
は
い
え
な
い
。

（
３
）
旅
費
の
支
給
に
つ
い
て

さ
ら
に
、
請
求
人
の
「
旅
費
支
出
関
連
文
書
あ
る
い
は
自
動
車
使
用
簿
へ
の
記
載
が
実
態

と
異
な
っ
て
お
り
虚
偽
記
載
の
疑
い
が
あ
る
」
と
の
主
張
に
つ
い
て
は
、
人
事
・
秘
書
両
課

の
説
明
に
あ
る
と
お
り
、
出
張
中
に
休
暇
を
取
得
し
て
い
る
関
係
上
、
旅
行
命
令
と
実
際
の

行
程
に
相
違
が
生
じ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
旅
行
命
令
を
偽
っ
て
行
っ
た
た
め
で
は
な
く
、

条
例
に
基
づ
き
経
済
的
か
つ
合
理
的
な
旅
費
を
支
給
す
る
と
い
う
実
務
上
の
措
置
と
し
て
や

む
を
得
な
い
も
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
請
求
人
の
主
張
す
る
よ
う
な
虚
偽
の
旅
行
命
令
が
行
わ
れ
た
事
実
は
な
く
、
ま

た
、
事
後
の
支
出
負
担
行
為
の
発
議
も
精
算
払
い
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

り
、
関
係
条
例
に
基
づ
き
、
公
務
を
行
う
た
め
に
必
要
な
旅
費
が
支
給
さ
れ
て
お
り
、
違
法

不
当
な
事
実
は
な
い
。

（
４
）
結
論

以
上
の
と
お
り
、
知
事
及
び
秘
書
職
員
の
東
京
出
張
と
、
そ
の
旅
費
支
給
に
対
す
る
請
求

人
の
主
張
に
は
理
由
が
な
い
と
判
断
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
平
成
1
5
年
1
2
月
2
5
日
の
夕
食
会
場
か
ら
成
田
ま
で
の
公
用
車
使
用
は
不

適
正
な
使
用
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

よ
っ
て
、
こ
れ
に
伴
う
燃
料
費
、
高
速
道
路
料
金
、
時
間
外
勤
務
手
当
等
の
返
還
等
所
要

の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

以
上
の
と
お
り
勧
告
す
る
の
で
、
そ
の
措
置
状
況
を
平
成
1
7
年
３
月
1
4
日
を
期
限
と
し
て

回
答
さ
れ
た
い
。

ま
た
、
旅
行
命
令
簿
の
備
考
欄
に
出
張
中
休
暇
取
得
す
る
旨
の
記
載
が
な
く
、
旅
費
計
算

書
兼
精
算
請
求
書
の
摘
要
欄
に
記
載
誤
り
が
あ
っ
た
の
で
、
今
後
十
分
留
意
す
る
こ
と
。

な
お
、
特
に
次
の
と
お
り
付
言
す
る
。

１
　
知
事
は
公
用
車
の
使
用
に
あ
た
っ
て
は
、
可
能
な
限
り
運
転
職
員
の
時
間
外
勤
務
を
抑

え
る
な
ど
経
費
節
減
を
図
る
こ
と
。

２
　
知
事
の
登
退
庁
に
際
し
て
の
公
用
車
使
用
に
つ
い
て
、
今
後
、
使
用
基
準
等
に
つ
い
て

検
討
し
、
一
層
効
率
的
な
運
用
を
図
り
、
県
民
に
疑
惑
を
抱
か
れ
な
い
適
切
な
使
用
に
努

め
ら
れ
る
よ
う
望
む
。

３
　
知
事
の
省
庁
訪
問
が
、
海
外
旅
行
前
日
の
2
5
日
に
行
わ
れ
た
こ
と
は
、
県
民
に
対
し
誤

解
を
与
え
か
ね
な
い
の
で
、
今
後
は
、
斯
か
る
誤
解
を
招
く
こ
と
の
な
い
よ
う
に
望
む
。

監
査
結
果
公
告
第
６
号

平
成
1
6
年
1
2
月
1
5
日
付
け
で
提
出
さ
れ
た
住
民
監
査
請
求
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
2
2
年

法
律
第
6
7
号
）
第
2
4
2
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
、
監
査
を
実
施
し
た
の
で
、
そ
の
結
果
を
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

平
成
1
7
年
２
月
1
4
日

秋
田
県
監
査
委
員
　
安
　
□
正
　
義
　

秋
田
県
監
査
委
員
　
菅
　
原
　
龍
　
典
　

秋
田
県
監
査
委
員
　
小
　
玉
　
和
　
夫
　

第
１
　
請
求
の
受
理

１
　
請
求
書
収
受
年
月
日

平
成
1
6
年
1
2
月
1
5
日

２
　
請
求
人

秋
田
市
楢
山
城
南
新
町
８
番
11号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鈴
　
木
　
正
　
和

秋
田
市
仁
井
田
本
町
二
丁
目
16番

６
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
　
橋
　
京
　
子

３
　
請
求
の
要
旨
（
原
文
）

知
事
他
多
数
の
県
職
員
は
、
平
成
1
4
年
９
月
以
降
、
県
が
出
資
す
る
秋
田
空
港
タ
ー
ミ
ナ
ル

ビ
ル
社
長
そ
の
他
職
員
と
飲
食
や
ゴ
ル
フ
等
を
重
ね
た
う
え
、
そ
の
費
用
に
つ
い
て
も
同
社
か

ら
接
待
を
受
け
て
き
た
こ
と
が
県
民
か
ら
批
判
を
受
け
て
い
る
。
同
社
は
、
高
度
の
公
益
性
を

持
つ
秋
田
空
港
タ
ー
ミ
ナ
ル
ビ
ル
の
運
営
等
に
つ
い
て
独
占
的
に
業
務
を
行
う
も
の
で
あ
る
か

ら
、
秋
田
県
が
多
額
の
出
資
を
し
て
い
る
「
行
政
補
完
型
」
の
第
３
セ
ク
タ
ー
で
あ
る
。
例
え

ば
、
ソ
ウ
ル
便
等
へ
の
乗
客
増
を
め
ざ
す
県
の
各
種
政
策
に
し
て
も
、
同
社
が
そ
の
恩
恵
を
受

け
る
関
係
に
あ
る
よ
う
に
、
同
社
の
事
業
は
県
の
国
際
交
流
政
策
や
交
通
政
策
そ
の
他
と
密
接

な
関
係
を
持
っ
て
い
る
。

知
事
を
は
じ
め
と
し
た
県
職
員
が
、
こ
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
同
社
社
長
ら
と
高
額
か
つ
２

次
会
を
含
め
た
飲
食
等
を
頻
繁
に
く
り
返
す
こ
と
は
県
行
政
を
き
わ
め
て
不
透
明
に
す
る
も
の

で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
よ
う
な
酒
食
宴
会
や
ゴ
ル
フ
等
で
接
待
を
受
け
る
な
ど
は
県
民
の
県

政
へ
の
信
頼
を
裏
切
る
も
の
で
あ
り
、
決
し
て
許
さ
れ
な
い
。

し
か
も
、
別
紙
事
実
証
明
（
別
件
監
査
請
求
書
）
に
あ
る
よ
う
に
、
知
事
は
平
成
1
5
年
1
2
月

2
5
日
の
東
京
出
張
と
、
そ
れ
に
続
く
1
2
月
2
6
日
の
右
タ
ー
ミ
ナ
ル
ビ
ル
社
長
ら
と
の
私
的
な
ゴ

ル
フ
に
関
連
し
、
公
用
車
を
私
的
に
使
用
す
る
等
の
行
為
に
よ
っ
て
、
県
に
損
害
を
与
え
た
疑

い
が
あ
る
。

す
る
と
、
前
期
右
タ
ー
ミ
ナ
ル
ビ
ル
に
か
か
る
各
種
の
酒
食
宴
会
、
ゴ
ル
フ
等
（
以
下
、
酒

食
宴
会
等
と
い
う
）
に
関
し
て
も
同
様
の
行
為
が
行
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
合
理
的
な
疑

い
が
あ
る
。

従
っ
て
、
知
事
及
び
県
職
員
が
関
与
し
た
別
紙
事
実
証
明
書
（
さ
き
が
け
新
聞
報
道
）
記
載

の
各
酒
食
宴
会
等
に
関
連
す
る
一
切
の
公
金
の
支
出
（
公
用
車
や
タ
ク
シ
ー
チ
ケ
ッ
ト
の
使
用

そ
の
他
）
を
監
査
し
、
違
法
・
不
当
な
支
出
に
つ
い
て
は
賠
償
を
求
め
る
勧
告
を
行
う
よ
う
請
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求
す
る
。

４
　
請
求
の
要
件
審
査

本
件
請
求
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
2
4
2
条
に
規
定
す
る
要
件

を
具
備
し
て
い
る
も
の
と
認
め
受
理
し
た
。

た
だ
し
、
平
成
1
5
年
1
2
月
1
4
日
以
前
に
支
出
さ
れ
た
燃
料
費
等
に
関
す
る
請
求
は
、
法
第
2
4
2

条
第
２
項
で
定
め
る
１
年
の
期
間
を
経
過
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
同
項
た
だ
し
書
の

「
正
当
な
理
由
」
が
あ
る
と
判
断
す
べ
き
特
段
の
事
情
も
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
受
理
し

な
い
こ
と
と
し
た
。

第
２
　
監
査
委
員
の
除
斥

監
査
委
員
山
田
昭
郎
は
、
法
第
1
9
9
条
の
２
の
規
定
に
よ
り
除
斥
し
た
。

第
３
　
監
査
の
実
施

１
　
監
査
の
対
象
事
項

秋
田
空
港
タ
ー
ミ
ナ
ル
ビ
ル
関
係
者
と
の
飲
食
、
ゴ
ル
フ
等
（
以
下
「
飲
食
等
」
と
い

う
。
）
に
係
る
公
用
車
の
使
用
に
よ
る
燃
料
費
等
の
支
出
に
つ
い
て
、
違
法
又
は
不
当
な
公
金

の
支
出
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
。

２
　
監
査
対
象
課

秘
書
課

建
設
交
通
政
策
課

港
湾
空
港
課

秋
田
空
港
管
理
事
務
所

高
校
教
育
課

秋
田
警
察
署

監
査
委
員
事
務
局

３
　
請
求
人
の
証
拠
の
提
出
及
び
陳
述

法
第
2
4
2
条
第
６
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
1
7
年
１
月
1
3
日
に
証
拠
の
提
出
及
び
陳
述
の
機
会

を
設
け
た
が
、
請
求
人
か
ら
の
証
拠
の
提
出
及
び
陳
述
は
な
か
っ
た
。

第
４
　
監
査
の
結
果

１
　
事
実
関
係
の
確
認

（
１
）
秋
田
空
港
タ
ー
ミ
ナ
ル
ビ
ル
関
係
者
と
知
事
及
び
職
員
等
と
の
飲
食
等
の
事
実
に
つ
い
て

監
査
の
対
象
と
し
た
平
成
1
5
年
1
2
月
1
5
日
以
降
の
支
出
に
係
る
飲
食
等
の
事
実
は
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

年
　
月
　
日

県
側
出
席
者
（
当
時
）

場
　
　
　
所

目
　
　
　
的

平
成
1
5
年
1
1
月
１
日

1
2
月
８
日

平
成
1
6
年
１
月
2
0
日

１
月
2
4
日

１
月
2
5
日

１
月
2
6
日

２
月
1
8
日

３
月
１
日

３
月
2
5
日

３
月
2
9
日

建
設
交
通
政
策
課
長

建
設
交
通
政
策
課
長

知
事
、
前
秘
書
課
員

建
設
交
通
政
策
課
長

港
湾
空
港
課
長

〃

建
設
交
通
政
策
課
長

知
事
、
秘
書
課
政
策
監

秘
書
課
員
、
前
秘
書
課
員

建
設
交
通
政
策
課
長

秋
田
空
港
管
理
事
務
所
長

前
秋
田
空
港
警
備
派
出
所

長代
表
監
査
委
員

ゴ
ル
フ
場

か
っ
ぽ
う

ス
ナ
ッ
ク

か
っ
ぽ
う

ク
ラ
ブ

旅
館

ゴ
ル
フ
場
、
ホ
テ
ル

ゴ
ル
フ
場

ス
テ
ー
キ
店

ス
ナ
ッ
ク

居
酒
屋

ス
ナ
ッ
ク

ク
ラ
ブ

ク
ラ
ブ

か
っ
ぽ
う

ス
ナ
ッ
ク

プ
ラ
イ
ベ
ー
ト

反
省
会

プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
会
の
２
次
会

プ
ラ
イ
ベ
ー
ト

２
次
会

視
察
旅
行

プ
ラ
イ
ベ
ー
ト

プ
ラ
イ
ベ
ー
ト

プ
ラ
イ
ベ
ー
ト

２
次
会

プ
ラ
イ
ベ
ー
ト

２
次
会

３
次
会

送
別
会
の
２
次
会

プ
ラ
イ
ベ
ー
ト

２
次
会
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（
２
）
公
用
車
の
配
置
に
つ
い
て

監
査
対
象
課
の
公
用
車
の
配
置
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

ア
　
秘
書
課
（
知
事
公
用
車
）

ニ
ッ
サ
ン
プ
レ
ジ
デ
ン
ト
　
　
　
　
　
　
秋
田
3
3
な
3
8
0
8

ト
ヨ
タ
ラ
ン
ド
ク
ル
ー
ザ
ー
　
　
　
　
　
秋
田
3
0
0
さ
9
2
4
4

イ
　
建
設
交
通
政
策
課

ト
ヨ
タ
ク
ラ
ウ
ン
　
　
　
　
　
　
　
　
　
秋
田
3
3
せ
6
6
0
8

ニ
ッ
サ
ン
セ
ド
リ
ッ
ク
　
　
　
　
　
　
　
秋
田
5
9
ほ
9
0
3
3

ウ
　
秋
田
空
港
管
理
事
務
所
（
特
殊
車
除
く
）

ト
ヨ
タ
ク
ラ
ウ
ン
　
　
　
　
　
　
　
　
　
秋
田
4
5
ち
6
3
2
8

ト
ヨ
タ
ク
ラ
ウ
ン
　
　
　
　
　
　
　
　
　
秋
田
5
8
る
4
4
7
6

エ
　
監
査
委
員
事
務
局

ト
ヨ
タ
ク
ラ
ウ
ン
　
　
　
　
　
　
　
　
　
秋
田
3
0
0
せ
8
7
0
1

オ
　
港
湾
空
港
課
及
び
前
秘
書
課
員
所
属
の
高
校
教
育
課
は
公
用
車
の
配
置
が
な
い
。

前
秋
田
空
港
警
備
派
出
所
長
所
属
の
秋
田
警
察
署
に
つ
い
て
は
捜
査
車
両
等
の
特
殊
車

の
み
の
配
置
と
な
っ
て
い
る
。

（
３
）
公
用
車
の
運
行
に
つ
い
て

公
用
車
の
運
行
に
あ
っ
た
て
は
、
「
秋
田
県
公
用
自
動
車
運
行
管
理
規
程
」
に
基
づ
き
、

運
行
管
理
者
で
あ
る
課
長
等
が
運
行
を
命
じ
て
い
る
。
運
行
命
令
は
、
使
用
者
名
、
使
用
年

月
日
及
び
時
間
、
用
務
、
用
務
地
等
を
記
載
し
た
「
自
動
車
使
用
簿
」
に
よ
り
使
用
承
認
と

併
せ
て
行
う
と
と
も
に
、
運
行
完
了
後
、
運
転
者
か
ら
走
行
キ
ロ
数
、
給
油
数
量
そ
の
他
必

要
な
事
項
に
つ
い
て
報
告
を
受
け
て
い
る
。

（
４
）
飲
食
日
等
に
お
け
る
公
用
車
の
運
行
状
況
に
つ
い
て

ア
　
監
査
対
象
課
の
自
動
車
使
用
簿
に
よ
る
と
公
用
車
の
運
行
状
況
は
次
の
と
お
り
で
あ

る
。

以
上
、
監
査
対
象
課
が
飲
食
日
等
に
公
用
車
を
使
用
し
て
い
た
の
は
上
記
７
件
で
あ
る
。

イ
　
上
記
ア
の
内
、
監
査
対
象
の
者
が
公
用
車
使
用
し
た
も
の
は
次
の
４
件
で
あ
る
。

年
　
月
　
日

1
5
．
1
2
．
８

1
6
．
１
．
2
0

車
両
所
属
課
所

建
設
交
通
政
策

課秘
書
課

使
　
用
　
者

課
長
ほ
か

秋
田
・
韓
国
交
流

促
進
チ
ー
ム
職
員

知
事
ほ
か

用
務

用
務
地

鷹
巣
町
他

秋
田
市

盛
岡
市

運
行
時
間

1
2
:0
0
～
1
9
:3
0

1
1
:0
0
～
1
5
:0
0

７
:3
0
～
2
2
:4
0

走
行
距
離

2
0
0
㎞

９
㎞

3
1
8
㎞

1
6
．
１
．
2
6

1
6
．
２
．
1
8

1
6
．
３
．
１

1
6
．
３
．
2
5

1
6
．
３
．
2
9

建
設
交
通
政
策

課秘
書
課

建
設
交
通
政
策

課秋
田
空
港
管
理

事
務
所

監
査
委
員
事
務

局

秋
田
・
韓
国
交
流

促
進
チ
ー
ム
職
員

職
員

知
事

秋
田
・
韓
国
交
流

促
進
チ
ー
ム
職
員

建
設
管
理
課
職
員

職
員

職
員

監
査
委
員

代
表
監
査
委
員

監
査
委
員

打
合
せ

打
合
せ

登
退
庁

打
合
せ

登
退
庁

秋
田
市

男
鹿
市
他

秋
田
市

秋
田
空
港

二
ツ
井
町

本
庁

雄
和
町

秋
田
市

1
0
:3
0
～
1
3
:0
0

1
3
:1
5
～
1
7
:3
0

７
:3
0
～
８
:4
0

1
7
:3
0
～
1
8
:1
0

1
5
:0
0
～
1
7
:1
5

1
1
:0
0
～
1
7
:3
0

９
:0
0
～
1
1
:3
0

９
:3
0
～
1
0
:0
0

８
:1
5
～
８
:5
0

９
:2
0
～
1
0
:0
0

1
6
:0
0
～
1
6
:3
0

1
3
㎞

9
9
㎞

1
1
㎞

4
9
㎞

1
7
8
㎞

4
1
㎞

2
0
㎞

1
6
㎞

使
　
用
　
月
　
日

平
成
1
5
年
1
2
月
８
日

平
成
1
6
年
１
月
2
0
日

平
成
1
6
年
２
月
1
8
日

使
　
　
用
　
　
課

建
設
交
通
政
策
課

秘
書
課

秘
書
課

使
　
　
　
用
　
　
　
者

課
長
ほ
か

知
事
ほ
か

知
事
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ウ
　
上
記
イ
の
公
用
車
を
含
む
燃
料
費
の
当
該
月
分
の
支
払
月
日
及
び
支
払
金
額
は
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

（
５
）
知
事
及
び
職
員
の
給
与
及
び
旅
費
の
支
出
に
つ
い
て

ア
　
支
給
さ
れ
る
給
与
及
び
旅
費
の
支
出
の
根
拠

知
事
に
つ
い
て
は
、
知
事
等
の
給
与
お
よ
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
3
1
年
1
0
月
1
5

日
秋
田
県
条
例
第
3
3
号
）
の
規
定
に
よ
り
、
給
与
（
給
料
、
期
末
手
当
、
寒
冷
地
手
当
）

及
び
旅
費
が
支
給
さ
れ
て
い
る
。

職
員
に
つ
い
て
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
2
8
年
４
月
１
日
秋

田
県
条
例
第
2
2
号
。
）
及
び
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
2
8
年
1
0
月
９
日
秋
田

県
条
例
第
6
3
号
。
以
下
「
旅
費
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
給
与
（
給
料
、
諸
手

当
）
及
び
旅
費
が
支
給
さ
れ
て
い
る
。

イ
　
公
用
車
を
使
用
し
た
場
合
の
旅
費
の
支
給

（
ア
）
知
事
の
場
合

知
事
等
の
給
与
お
よ
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
第
1
2
条
の
規
定
に
よ
り
、
知
事
に
対
す

る
旅
費
の
支
給
方
法
は
職
員
の
給
与
条
例
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
例
に
よ
る
も
の
と

さ
れ
て
い
る
。

旅
費
条
例
第
３
条
第
１
項
で
は
、
「
職
員
が
出
張
し
、
又
は
赴
任
し
た
場
合
に
は
、

当
該
職
員
に
対
し
、
旅
費
を
支
給
す
る
。
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
秋
田
県
旅
費
支

給
規
則
（
昭
和
2
8
年
1
1
月
９
日
秋
田
県
規
則
第
6
3
号
）
第
1
3
条
第
２
号
で
は
、
「
旅
行

者
が
公
用
の
交
通
機
関
、
宿
泊
施
設
、
食
堂
施
設
等
を
無
料
で
利
用
し
て
旅
行
し
た
た

め
、
正
規
の
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
車
賃
、
宿
泊
料
又
は
食
卓
料
を
支
給
す
る
こ

と
が
適
正
で
な
い
場
合
に
は
、
正
規
の
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
車
賃
、
宿
泊
料
又

は
食
卓
料
の
全
額
を
支
給
し
な
い
も
の
と
す
る
。
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
知
事
が
公
用
車
を
使
用
し
て
、
日
帰
り
で
旅
行
し
た
場
合
、
旅
費
は
支
給
さ
れ
な

い
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

よ
っ
て
、
知
事
に
対
し
旅
費
は
支
給
さ
れ
て
い
な
い
。

（
イ
）
職
員
の
場
合

職
員
に
対
し
て
は
、
旅
費
条
例
及
び
秋
田
県
旅
費
支
給
規
則
が
適
用
さ
れ
る
の
で
、

公
用
車
を
使
用
し
て
、
日
帰
り
で
旅
行
し
た
場
合
、
旅
費
は
支
給
さ
れ
な
い
こ
と
と
な

っ
て
い
る
。

よ
っ
て
、
職
員
に
対
し
旅
費
は
支
給
さ
れ
て
い
な
い
。

（
６
）
時
間
外
勤
務
の
状
況
に
つ
い
て

前
記（
４
）イ
の
公
用
車
使
用
に
係
る
時
間
外
勤
務
の
実
績
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
1
5
年
1
2
月
８
日
　
　
建
設
交
通
政
策
課
運
転
職
員
　
　
　
　
２
時
間

平
成
1
6
年
１
月
2
0
日
　
　
秘
書
課
秘
書
職
員
　
　
　
　
　
　
　
　
３
時
間
3
0
分

平
成
1
6
年
１
月
2
0
日

秘
書
課
運
転
職
員
　
　
　
　
　
　
　
　
５
時
間
5
5
分

平
成
1
6
年
２
月
1
8
日
　
　
秘
書
課
運
転
職
員
　
　
　
　
　
　
　
　
１
時
間
2
5
分

（
７
）
そ
の
他
の
支
出
に
つ
い
て

監
査
対
象
課
の
営
業
車
使
用
チ
ケ
ッ
ト
受
払
簿
を
調
査
し
た
結
果
、
該
当
日
に
タ
ク
シ
ー

の
使
用
の
事
実
は
な
か
っ
た
。

ま
た
、
食
糧
費
等
の
関
係
書
類
を
調
査
し
た
結
果
、
公
金
に
よ
る
飲
食
等
の
支
出
は
な
か

っ
た
。

２
　
監
査
対
象
課
の
説
明

（
１
）
秘
書
課
の
説
明

ア
　
知
事
公
用
車
の
使
用
に
つ
い
て

知
事
の
職
務
は
重
要
か
つ
激
務
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
秘
書
課
に
専
用
車
を
配
し
、
知
事

の
公
務
や
登
退
庁
の
送
迎
に
使
用
し
て
い
る
。

知
事
の
登
退
庁
時
に
は
、
県
庁
・
知
事
公
舎
間
の
送
迎
は
も
と
よ
り
、
知
事
と
秘
書
課

職
員
と
の
日
程
調
整
や
各
種
の
報
告
用
務
、
対
外
的
な
連
絡
体
制
の
確
保
な
ど
の
必
要
性

が
あ
り
、
ま
た
、
退
庁
後
も
各
界
要
人
と
の
懇
談
等
の
対
外
折
衝
や
交
際
な
ど
が
予
定
さ

れ
て
い
る
場
合
が
多
い
こ
と
か
ら
、
公
用
車
を
使
用
し
て
い
る
。

イ
　
平
成
1
6
年
１
月
2
0
日
及
び
２
月
1
8
日
の
公
用
車
使
用
に
つ
い
て

１
月
2
0
日
（
割
烹
）
は
、
知
事
は
盛
岡
市
で
の
公
務
が
あ
っ
た
た
め
公
用
車
を
使
用
し

て
盛
岡
市
を
往
復
し
、
そ
の
後
秋
田
市
内
の
懇
談
会
場
ま
で
公
用
車
を
使
用
し
て
い
る
。

知
事
は
午
後
1
0
時
頃
懇
談
会
場
に
到
着
し
た
が
、
公
用
車
は
そ
の
後
直
ち
に
帰
庁
し
て

い
る
。
前
秘
書
課
員
は
タ
ク
シ
ー
を
使
用
し
て
い
る
。

同
日
（
ク
ラ
ブ
）
は
、
懇
談
会
の
２
次
会
で
あ
り
、
知
事
及
び
前
秘
書
課
員
は
タ
ク
シ

平
成
1
6
年
３
月
2
9
日

監
査
委
員
事
務
局

代
表
監
査
委
員

監
査
対
象
課

建
設
交
通
政
策
課

秘
書
課

監
査
委
員
事
務
局

公
用
車
使
用
月

1
5
年
1
2
月
分

1
6
年
１
月
分

1
6
年
２
月
分

1
6
年
３
月
分

支
　
払
　
月
　
日

1
6
年
１
月
3
0
日

1
6
年
２
月
2
7
日

1
6
年
３
月
3
1
日

1
6
年
４
月
1
5
日

支
払
金
額
（
円
）

3
5
,0
5
9

7
7
,9
1
9

5
9
,5
5
3

8
,7
8
8
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ー
で
移
動
し
て
い
る
。

２
月
1
8
日
（
ス
テ
ー
キ
店
）
は
、
知
事
が
退
庁
す
る
際
に
、
秘
書
課
政
策
監
及
び
秘
書

課
員
の
２
人
を
含
め
、
懇
談
会
場
ま
で
公
用
車
を
使
用
し
て
い
る
。

公
用
車
は
、
懇
談
会
場
に
到
着
後
、
直
ち
に
帰
庁
し
て
い
る
。

前
秘
書
課
員
は
徒
歩
に
よ
り
懇
談
会
場
ま
で
移
動
し
て
い
る
。

同
日
（
ス
ナ
ッ
ク
）
は
、
懇
談
会
の
２
次
会
で
あ
り
、
知
事
以
下
４
名
は
タ
ク
シ
ー
で

会
場
に
移
動
し
て
い
る
。

ウ
　
措
置
請
求
に
対
す
る
考
え
方

平
成
1
6
年
１
月
2
0
日
及
び
２
月
1
8
日
の
懇
談
に
お
い
て
は
、
懇
談
会
場
ま
で
の
送
り
の

み
に
公
用
車
を
使
用
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
登
退
庁
の
一
環
と
し
て
適
正
な
も
の
で
あ
る

と
考
え
て
い
る
。

な
お
、
知
事
の
公
用
車
使
用
に
関
す
る
明
確
な
使
用
基
準
が
な
い
こ
と
か
ら
、
今
後
と

も
、
知
事
の
公
用
車
使
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
使
用
目
的
等
を
十
分
確
認
し
な
が
ら
適
正

に
運
行
し
て
ま
い
り
た
い
。

（
２
）
建
設
交
通
政
策
課
の
説
明

ア
　
平
成
1
5
年
1
2
月
８
日
の
公
用
車
使
用
に
つ
い
て

当
日
、
課
長
は
課
員
と
と
も
に
秋
田
内
陸
線
沿
線
地
域
交
通
懇
話
会
設
立
準
備
の
た

め
、
1
2
時
に
県
庁
を
出
発
し
、
阿
仁
、
鷹
巣
の
両
町
長
を
公
用
車
で
訪
問
し
て
い
る
。

併
せ
て
阿
仁
町
か
ら
鷹
巣
町
に
向
か
う
途
中
、
公
務
の
た
め
大
館
能
代
空
港
と
北
秋
田

地
域
振
興
局
に
立
ち
寄
っ
て
い
る
。

帰
り
は
、
午
後
５
時
3
0
分
頃
鷹
巣
町
か
ら
県
庁
に
向
け
出
発
し
、
午
後
７
時
3
0
分
頃
に

到
着
し
た
。

県
庁
到
着
後
、
課
長
は
懇
談
に
出
向
い
て
い
る
が
、
そ
の
際
公
用
車
を
使
用
し
た
事
実

は
な
い
。

イ
　
措
置
請
求
に
対
す
る
考
え
方

措
置
請
求
の
あ
っ
た
公
費
の
支
出
に
つ
い
て
は
、
そ
の
事
実
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
今

後
、
関
係
機
関
と
の
意
見
交
換
等
に
際
し
て
は
、
平
成
1
6
年
1
2
月
2
7
日
付
け
で
副
知
事
か

ら
発
出
さ
れ
た
依
命
通
知
「
職
員
の
倫
理
保
持
に
向
け
た
取
組
に
つ
い
て
」
に
記
載
の

「
職
員
の
倫
理
保
持
に
関
す
る
指
針
」
に
基
づ
き
、
県
民
か
ら
い
さ
さ
か
の
誤
解
も
受
け

る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
綱
紀
の
保
持
に
努
め
、
厳
格
に
運
用
す
る
と
と
も
に
、
県
政
に
対

す
る
信
頼
回
復
を
図
っ
て
ま
い
り
た
い
。

（
３
）
港
湾
空
港
課
及
び
秋
田
空
港
管
理
事
務
所
の
説
明

上
記
イ
と
同
様

（
４
）
高
校
教
育
課
の
説
明

ア
　
前
秘
書
課
員
に
つ
い
て

平
成
1
4
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
1
5
年
３
月
3
1
日
ま
で
秋
田
県
事
務
吏
員
主
事
と
し
て
秘

書
課
勤
務
。
ま
た
、
平
成
1
5
年
４
月
１
日
か
ら
教
育
委
員
会
事
務
局
職
員
と
し
て
高
校
教

育
課
指
導
主
事
補
、
併
せ
て
秋
田
県
事
務
吏
員
主
事
と
し
て
秘
書
課
に
勤
務
し
て
い
た
。

平
成
1
5
年
９
月
3
0
日
に
併
任
が
解
か
れ
、
平
成
1
5
年
1
0
月
１
日
か
ら
平
成
1
6
年
３
月
3
1

日
ま
で
高
校
教
育
課
指
導
主
事
補
と
し
て
勤
務
し
て
い
た
。
従
っ
て
平
成
1
6
年
１
月
2
0
日

及
び
２
月
1
8
日
は
当
課
所
属
の
職
員
で
あ
る
。

イ
　
公
用
車
使
用
に
つ
い
て

当
課
に
配
置
の
公
用
車
は
な
く
、
平
成
1
6
年
１
月
2
0
日
及
び
２
月
1
8
日
の
公
用
車
運
行

命
令
の
事
実
は
な
い
。

（
５
）
秋
田
警
察
署
の
説
明

請
求
に
係
る
公
用
車
使
用
及
び
公
金
の
支
出
は
な
い
。

（
６
）
監
査
委
員
事
務
局
の
説
明

ア
　
公
用
車
使
用
に
つ
い
て

監
査
委
員
は
、
法
第
1
8
0
条
の
５
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
の
執
行
機
関
の
一
つ

と
し
て
設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
で
特
別
職
で
あ
る
。

特
別
職
で
あ
る
常
勤
の
監
査
委
員
の
登
退
庁
時
に
は
、
当
事
務
局
配
置
の
公
用
車
に
よ

る
送
迎
を
行
っ
て
い
る
ほ
か
、
監
査
の
実
施
に
伴
う
出
張
に
つ
い
て
も
公
用
車
を
使
用
し

て
い
る
。

な
お
、
平
成
1
6
年
３
月
2
9
日
の
公
用
車
使
用
は
常
勤
監
査
委
員
に
対
す
る
通
常
の
登
退

庁
使
用
で
あ
り
、
代
表
監
査
委
員
は
退
庁
時
に
使
用
し
て
い
な
い
。

イ
　
請
求
に
対
す
る
考
え
方

請
求
に
係
る
公
用
車
使
用
及
び
公
金
の
支
出
は
な
い
が
、
今
後
は
、
監
査
に
携
わ
る
者

と
し
て
職
責
に
疑
念
を
も
た
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

３
　
監
査
委
員
の
判
断

以
上
の
よ
う
な
事
実
関
係
の
確
認
及
び
監
査
対
象
課
の
説
明
に
基
づ
き
、
本
件
請
求
に
つ
い

て
次
の
と
お
り
判
断
す
る
。

（
１
）
公
用
車
の
使
用
に
つ
い
て

請
求
に
係
る
監
査
対
象
課
の
飲
食
日
等
に
お
け
る
公
用
車
の
使
用
状
況
は
、
前
記
第
４
の

１
の（
４
）ア
の
と
お
り
平
成
1
5
年
1
2
月
８
日
ほ
か
６
日
分
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
う
ち
、
飲
食
等
に
参
加
し
た
知
事
及
び
職
員
等
が
当
日
公
用
車
を
使
用
し
た
も
の

は
、
上
記
同
イ
の
と
お
り
平
成
1
5
年
1
2
月
８
日
ほ
か
３
日
分
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
４

日
分
に
つ
い
て
使
用
実
態
を
個
別
に
検
討
す
る
。

ま
ず
、
①
平
成
1
5
年
1
2
月
８
日
の
建
設
交
通
政
策
課
の
使
用
は
、
課
長
が
秋
田
内
陸
線
沿

線
地
域
交
通
懇
話
会
設
立
準
備
の
た
め
鷹
巣
町
ほ
か
を
訪
問
し
た
も
の
で
あ
り
、
用
務
終
了

後
午
後
５
時
3
0
分
頃
、
鷹
巣
町
を
出
発
し
午
後
７
時
3
0
分
に
帰
庁
し
た
も
の
で
あ
る
。
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そ
の
後
、
懇
談
に
出
向
い
て
い
る
が
、
公
用
車
使
用
は
な
い
と
す
る
建
設
交
通
政
策
課
の

説
明
は
、
時
間
的
あ
る
い
は
走
行
距
離
的
に
も
自
動
車
使
用
簿
と
符
合
す
る
こ
と
か
ら
妥
当

な
も
の
と
い
え
る
。

次
に
、
②
平
成
1
6
年
１
月
2
0
日
の
運
行
に
つ
い
て
秘
書
課
は
、
知
事
が
盛
岡
市
で
の
公
務

に
出
席
後
、
秋
田
市
内
の
懇
談
会
場
ま
で
使
用
し
た
。
ま
た
、
③
２
月
1
8
日
の
運
行
に
つ
い

て
は
、
知
事
が
退
庁
す
る
際
の
懇
談
会
場
ま
で
の
使
用
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
の
で
検
討

す
る
と
、
い
ず
れ
も
通
常
の
登
退
庁
の
一
環
と
考
え
ら
れ
、
違
法
不
当
な
使
用
と
ま
で
は
い

え
な
い
。

次
に
、
④
３
月
2
9
日
の
監
査
委
員
事
務
局
に
つ
い
て
は
前
記
第
４
の
１
の（
４
）ア
に
あ
る
と

お
り
退
庁
時
に
お
け
る
代
表
監
査
委
員
の
使
用
は
な
か
っ
た
。

（
２
）
そ
の
他
公
金
の
支
出
に
つ
い
て

営
業
車
使
用
チ
ケ
ッ
ト
受
払
簿
等
関
係
書
類
を
調
査
し
た
結
果
、
タ
ク
シ
ー
の
使
用
及
び

公
金
に
よ
る
飲
食
費
等
の
支
出
は
な
か
っ
た
。

（
３
）
結
論

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
請
求
に
は
理
由
が
な
い
も
の
と
判
断
す
る
。

監
査
結
果
公
告
第
７
号

平
成
1
7
年
１
月
1
3
日
付
け
で
提
出
さ
れ
た
住
民
監
査
請
求
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
2
2
年

法
律
第
6
7
号
）
第
2
4
2
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
、
監
査
を
実
施
し
た
の
で
、
そ
の
結
果
を
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

平
成
1
7
年
２
月
1
4
日

秋
田
県
監
査
委
員
　
安
　
□
正
　
義
　

秋
田
県
監
査
委
員
　
菅
　
原
　
龍
　
典
　

秋
田
県
監
査
委
員
　
山
　
田
　
昭
　
郎
　

秋
田
県
監
査
委
員
　
小
　
玉
　
和
　
夫
　

第
１
　
請
求
の
受
理

１
　
請
求
書
収
受
年
月
日

平
成
1
7
年
１
月
1
3
日

２
　
請
求
人

秋
田
市
楢
山
城
南
新
町
８
番
1
1
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鈴
　
木
　
正
　
和

秋
田
市
仁
井
田
本
町
二
丁
目
1
6
番
６
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
　
橋
　
京
　
子

３
　
請
求
の
要
旨
（
原
文
）

（
１
）
知
事
は
、
平
成
1
5
年
1
2
月
2
6
日
、
千
葉
県
の
富
里
Ｇ
Ｃ
で
秋
田
タ
ー
ミ
ナ
ル
ビ
ル
の
費
用

負
担
で
同
社
社
長
ら
と
ゴ
ル
フ
を
行
い
、
そ
の
後
私
用
で
外
国
へ
出
発
し
た
。
右
ゴ
ル
フ
に

関
連
し
て
公
用
車
が
使
用
さ
れ
た
こ
と
等
に
関
し
て
、
請
求
人
ら
は
先
に
別
件
の
住
民
監
査

請
求
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
の
調
査
で
次
の
事
実
が
明
ら
か
に
な

っ
た
。

す
な
わ
ち
、
1
6
年
１
月
２
日
、
県
東
京
事
務
所
は
知
事
の
「
送
迎
」
用
務
と
し
て
知
事
ら

を
乗
せ
、
公
用
車
を
成
田
及
び
羽
田
に
運
行
（
1
8
1
km
走
行
）
し
た
。

知
事
の
海
外
旅
行
は
カ
ナ
ダ
で
ス
キ
ー
を
楽
し
む
も
の
で
あ
っ
た
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
の
ゴ
ル
フ
の
た
め
の
「
送
」
と
と
も
に
ス
キ
ー
の
た
め
の
「
迎
」
も
公

務
で
あ
る
筈
は
な
い
。

（
２
）
右
知
事
の
帰
国
を
迎
え
る
た
め
に
秘
書
課
長
が
東
京
に
出
張
し
、
同
公
用
車
に
同
乗
し

た
。
知
事
が
私
用
の
休
暇
中
と
い
え
ど
も
秘
書
課
長
ら
が
知
事
と
連
絡
を
と
る
必
要
が
あ
る

場
合
も
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
場
合
の
職
員
の
出
張
等
は
公
務
性
が
あ
る
と
い
え
る
。
し

か
し
、
本
件
知
事
の
海
外
旅
行
は
年
末
・
年
始
中
で
あ
る
こ
と
に
加
え
、
情
報
伝
達
手
段
の

発
達
し
て
い
る
今
日
に
お
い
て
、
知
事
の
秋
田
帰
着
を
待
て
ず
に
成
田
空
港
ま
で
出
向
く
ほ

ど
の
緊
急
性
が
あ
っ
た
と
は
到
底
思
わ
れ
な
い
こ
と
（
知
事
の
秋
田
帰
着
は
同
日
の
数
時
間

後
で
あ
る
）
か
ら
す
れ
ば
、
本
件
秘
書
課
長
の
出
張
も
職
務
の
遂
行
上
の
直
接
的
必
要
性
が

あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
。

（
３
）
秋
田
県
は
、
本
件
に
関
し
、
①
東
京
～
成
田
～
羽
田
～
東
京
間
、
及
び
県
庁
～
秋
田
空
港

往
復
等
の
公
用
車
の
運
行
に
伴
う
燃
料
代
・
高
速
道
路
料
金
及
び
運
転
手
の
休
日
出
勤
手
当

等
を
支
出
し
、
②
秘
書
課
長
の
成
田
出
張
旅
費
等
を
支
出
し
た
。

し
か
し
、
前
述
の
よ
う
に
、
本
件
各
支
出
は
知
事
の
私
的
な
海
外
旅
行
か
ら
の
帰
国
に
際

し
て
公
私
を
混
同
し
て
違
法
に
支
出
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
、
本
件
住
民
監
査
請
求

を
行
う
も
の
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
本
件
各
支
出
に
つ
い
て
監
査
し
、
違
法
・
不
当
な
支
出
に
つ
い
て
賠
償
を
求
め

る
勧
告
を
お
こ
な
う
よ
う
請
求
す
る
。

４
　
請
求
の
要
件
審
査

本
件
請
求
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
2
4
2
条
に
規
定
す
る
要

件
を
具
備
し
て
い
る
も
の
と
認
め
受
理
し
た
。

た
だ
し
、
平
成
1
6
年
１
月
1
2
日
以
前
に
支
出
さ
れ
た
高
速
道
路
料
金
等
に
関
す
る
請
求

は
、
法
第
2
4
2
条
第
２
項
で
定
め
る
１
年
の
期
間
を
経
過
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
同
項
た

だ
し
書
き
の
「
正
当
な
理
由
」
が
あ
る
と
判
断
す
べ
き
特
段
の
事
情
も
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
か

ら
、
受
理
し
な
い
こ
と
と
し
た
。

第
２
　
監
査
の
実
施

１
　
監
査
の
対
象
事
項

平
成
1
6
年
１
月
２
日
に
お
け
る
知
事
帰
国
の
公
用
車
使
用
、
秘
書
課
長
の
成
田
出
張
旅
費
等

に
関
し
、
違
法
又
は
不
当
な
公
金
の
支
出
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
。

２
　
監
査
対
象
課
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秘
書
課

東
京
事
務
所

３
　
請
求
人
の
証
拠
の
提
出
及
び
陳
述

法
第
2
4
2
条
第
６
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
1
7
年
１
月
2
4
日
に
証
拠
の
提
出
及
び
陳
述
の
機

会
を
設
け
た
と
こ
ろ
、
同
日
請
求
人
か
ら
新
た
な
証
拠
の
提
出
が
あ
り
、
陳
述
を
行
っ
た
。

第
３
　
監
査
の
結
果

１
　
事
実
関
係
の
確
認

（
１
）
知
事
の
帰
国
と
秘
書
課
長
の
出
張
に
つ
い
て

知
事
は
、
平
成
1
6
年
１
月
２
日
午
後
３
時
過
ぎ
に
帰
国
す
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
秘
書

課
長
は
、
１
月
２
日
秋
田
空
港
発
1
0
時
の
Ｊ
Ａ
Ｓ
2
6
2
便
で
上
京
し
、
羽
田
空
港
か
ら
リ
ム

ジ
ン
バ
ス
で
成
田
空
港
に
移
動
し
、
そ
の
後
知
事
と
合
流
し
、
知
事
と
と
も
に
羽
田
空
港
発

1
8
時
５
分
の
Ｊ
Ａ
Ｓ
2
6
7
便
で
帰
秋
し
て
い
る
。

成
田
空
港
か
ら
羽
田
空
港
ま
で
の
間
及
び
秋
田
空
港
か
ら
知
事
公
舎
ま
で
の
間
、
そ
れ
ぞ

れ
公
用
車
を
使
用
し
て
い
る
。

（
２
）
職
員
の
給
与
及
び
旅
費
の
支
出
に
つ
い
て

ア
　
支
給
さ
れ
る
給
与
と
旅
費
の
支
出
の
根
拠

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
2
8
年
４
月
１
日
秋
田
県
条
例
第
2
2

号
。
）
及
び
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
2
8
年
1
0
月
９
日
秋
田
県
条
例
第
6
3

号
。
以
下
「
旅
費
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
給
与
（
給
料
、
諸
手
当
）
及
び
旅

費
が
支
給
さ
れ
て
い
る
。

イ
　
公
用
車
を
使
用
し
た
場
合
の
旅
費
の
支
給

旅
費
条
例
第
３
条
第
１
項
で
は
、
「
職
員
が
出
張
し
、
又
は
赴
任
し
た
場
合
に
は
、
当

該
職
員
に
対
し
、
旅
費
を
支
給
す
る
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
秋
田
県
旅
費
支
給
規
則

（
昭
和
2
8
年
1
1
月
９
日
秋
田
県
規
則
第
6
3
号
）
第
1
3
条
第
２
号
で
は
、「
旅
行
者
が
公
用

の
交
通
機
関
、
宿
泊
施
設
、
食
堂
施
設
等
を
無
料
で
利
用
し
て
旅
行
し
た
た
め
、
正
規
の

鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
車
賃
、
宿
泊
料
又
は
食
卓
料
を
支
給
す
る
こ
と
が
適
正
で
な

い
場
合
に
は
、
正
規
の
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
車
賃
、
宿
泊
料
又
は
食
卓
料
の
全
額

を
支
給
し
な
い
も
の
と
す
る
。
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
職
員
が
公
用
車

を
使
用
し
て
、
日
帰
り
で
旅
行
し
た
場
合
、
旅
費
は
支
給
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
て
い

る
。よ
っ
て
、
職
員
に
対
し
公
用
車
使
用
に
係
る
部
分
の
旅
費
は
支
給
さ
れ
て
い
な
い
。

ウ
　
旅
行
命
令
に
つ
い
て

秘
書
課
長
の
旅
行
命
令
に
つ
い
て
は
、
平
成
1
5
年
1
2
月
2
6
日
に
行
わ
れ
て
い
る
。

エ
　
支
出
負
担
行
為
に
つ
い
て

秘
書
課
長
の
支
出
負
担
行
為
に
つ
い
て
は
、
出
張
後
の
平
成
1
6
年
１
月
５
日
に
発
議
・

決
裁
し
て
い
る
。

オ
　
旅
費
の
支
給
額
に
つ
い
て

秘
書
課
長
に
は
成
田
往
復
日
帰
り
分
と
し
て
4
4
,0
9
0
円
が
平
成
1
6
年
１
月
1
4
日
に
支
給

さ
れ
て
い
る
。

カ
　
復
命
に
つ
い
て

復
命
管
理
簿
へ
の
記
載
に
よ
り
復
命
し
て
い
る
。

（
３
）
秘
書
課
配
置
の
公
用
車
に
つ
い
て

ア
　
公
用
車
の
運
行
に
つ
い
て

公
用
車
の
運
行
は
、
「
公
用
自
動
車
運
行
管
理
規
程
」
に
基
づ
き
、
運
行
管
理
者
で
あ

る
秘
書
課
長
が
運
行
を
命
じ
て
い
る
。
運
行
命
令
は
、
使
用
者
名
、
使
用
年
月
日
及
び
時

間
、
用
務
、
用
務
地
等
を
記
載
し
た
「
自
動
車
使
用
簿
」
に
よ
り
使
用
承
認
と
合
わ
せ
て

行
う
と
と
も
に
、
運
行
完
了
後
、
運
転
者
か
ら
走
行
キ
ロ
数
、
給
油
数
量
そ
の
他
必
要
な

事
項
に
つ
い
て
「
自
動
車
使
用
簿
」
に
よ
り
報
告
を
受
け
て
い
る
。

な
お
、
秘
書
課
に
は
知
事
公
用
車
と
し
て
次
の
２
台
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。

ニ
ッ
サ
ン
プ
レ
ジ
デ
ン
ト
　
　
　
　
　
　
　
秋
田
3
3
な
3
8
0
8

ト
ヨ
タ
ラ
ン
ド
ク
ル
ー
ザ
ー
　
　
　
　
　
　
秋
田
3
0
0
さ
9
2
4
4

イ
　
運
行
状
況
に
つ
い
て

平
成
1
6
年
１
月
２
日
の
公
用
車
の
運
行
状
況
は
、
知
事
と
秘
書
課
長
の
秋
田
空
港
か
ら

知
事
公
舎
ま
で
の
移
動
の
た
め
使
用
さ
れ
て
い
る
。

ウ
　
使
用
車
両
及
び
走
行
距
離
に
つ
い
て

平
成
1
6
年
１
月
２
日
に
使
用
さ
れ
た
公
用
車
は
、
秋
田
3
0
0
さ
9
2
4
4
で
、
走
行
距
離
は

秋
田
空
港
往
復
で
5
3
k
m
と
な
っ
て
い
る
。

エ
　
燃
料
費
等
の
支
払
に
つ
い
て

上
記
公
用
車
を
含
む
秘
書
課
に
お
け
る
平
成
1
6
年
１
月
分
の
燃
料
費
は
7
7
,9
1
9
円
と
な

っ
て
お
り
、
平
成
1
6
年
２
月
2
7
日
に
支
払
わ
れ
て
い
る
。

（
４
）
東
京
事
務
所
配
置
の
公
用
車
に
つ
い
て

ア
　
運
行
状
況
に
つ
い
て

平
成
1
6
年
１
月
２
日
の
公
用
車
の
運
行
状
況
は
、
知
事
と
秘
書
課
長
の
成
田
空
港
か
ら

羽
田
空
港
ま
で
の
移
動
の
た
め
使
用
さ
れ
て
い
る
。

イ
　
使
用
車
両
及
び
走
行
距
離
に
つ
い
て

平
成
1
6
年
１
月
２
日
に
使
用
さ
れ
た
公
用
車
は
、
品
川
3
0
0
む
3
9
3
0
で
、
走
行
距
離
は

成
田
空
港
、
羽
田
空
港
経
由
で
1
8
1
k
m
と
な
っ
て
い
る
。

エ
　
燃
料
費
等
の
支
払
に
つ
い
て

上
記
公
用
車
を
含
む
東
京
事
務
所
に
お
け
る
平
成
1
6
年
１
月
分
の
燃
料
費
は
1
7
,8
6
3
円

と
な
っ
て
お
り
、
平
成
1
6
年
２
月
2
3
日
に
支
払
わ
れ
て
い
る
。
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（
５
）
運
転
職
員
の
休
日
勤
務
の
状
況
に
つ
い
て

１
月
２
日
の
運
転
職
員
の
休
日
勤
務
の
実
績
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

東
京
事
務
所
運
転
職
員
　
　
　
４
時
間
3
0
分

秘
書
課
運
転
職
員
　
　
　
　
　
３
時
間
3
0
分

２
　
監
査
対
象
課
の
説
明

（
１
）
秘
書
課
の
説
明

ア
　
秘
書
課
長
の
成
田
出
張
の
必
要
性
に
つ
い
て

職
員
に
対
す
る
年
頭
の
知
事
あ
い
さ
つ
の
練
り
上
げ
は
正
月
２
日
を
中
心
に
秘
書
課
長

等
が
知
事
公
舎
に
出
向
い
て
行
っ
て
お
り
、
何
を
ど
う
織
り
込
む
の
か
、
そ
の
内
容
を
ど

う
す
る
の
か
、
そ
の
構
成
や
内
容
等
に
つ
い
て
の
詰
め
を
綿
密
に
打
ち
合
わ
せ
し
て
い

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
帰
国
後
の
翌
日
３
日
及
び
４
日
に
は
公
務
日
程
が
入
っ
て
お
り
、

ま
た
、
公
務
以
外
に
も
私
的
な
用
務
が
入
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
は
、
１
月
２
日
当
日
の
帰

宅
が
午
後
８
時
頃
と
遅
い
時
間
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
例
年
の
よ
う
に
知
事
公
舎
で
の
知

事
と
の
打
ち
合
わ
せ
は
困
難
と
考
え
、
知
事
と
も
相
談
の
う
え
上
京
し
た
も
の
で
あ
る
。

知
事
と
の
打
ち
合
わ
せ
は
、
成
田
空
港
か
ら
知
事
公
舎
に
戻
る
ま
で
、
公
用
車
や
航
空

機
で
の
移
動
中
を
含
め
、
４
時
間
以
上
に
わ
た
っ
て
断
続
的
に
行
っ
て
い
る
。

ま
た
、
知
事
不
在
中
の
報
告
を
早
急
に
行
う
必
要
が
あ
り
、
年
末
年
始
の
事
件
、
事
故

を
中
心
に
報
告
を
行
っ
て
い
る
。
特
に
、
平
成
1
5
年
1
2
月
2
8
日
に
上
小
阿
仁
村
で
発
生
し

た
地
滑
り
事
故
に
関
連
し
て
集
落
が
孤
立
し
て
い
る
状
況
を
説
明
し
た
。

イ
　
公
用
車
の
使
用
に
つ
い
て

知
事
の
職
務
は
重
要
か
つ
激
務
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
秘
書
課
に
専
用
車
を
配
置
し
知
事

の
公
務
や
登
退
庁
時
の
送
迎
に
使
用
す
る
と
と
も
に
、
知
事
が
上
京
し
た
際
に
は
、
公
用

車
を
配
置
し
知
事
の
公
務
や
空
港
及
び
宿
舎
ま
で
の
送
迎
に
使
用
し
て
い
る
。

ま
た
、
秘
書
課
職
員
も
し
く
は
東
京
事
務
所
職
員
が
常
時
同
行
し
、
知
事
本
人
と
公
務

日
程
の
調
整
や
確
認
を
行
う
と
と
も
に
、
各
種
の
報
告
用
務
や
対
外
的
な
連
絡
体
制
の
確

保
、
知
事
か
ら
の
指
示
や
連
絡
事
項
の
伝
達
等
に
あ
た
っ
て
い
る
。

知
事
は
、
平
成
1
6
年
１
月
２
日
私
的
な
海
外
旅
行
か
ら
帰
国
し
成
田
空
港
に
到
着
し
た

が
、
秘
書
課
長
が
知
事
に
対
し
て
早
急
に
報
告
や
打
ち
合
わ
せ
を
す
る
公
務
上
の
必
要
性

が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
公
用
車
を
利
用
し
、
そ
の
車
中
で
行
っ
た
ほ
う
が
よ
り
合
理
的

で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
公
用
車
を
使
用
し
た
も
の
で
あ
る
。

成
田
空
港
か
ら
羽
田
空
港
ま
で
の
間
の
公
用
車
使
用
に
つ
い
て
は
、
秘
書
課
か
ら
東
京

事
務
所
に
対
し
て
運
行
の
依
頼
を
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
秋
田
空
港
か
ら
知
事
公

舎
ま
で
の
間
の
公
用
車
に
つ
い
て
は
秘
書
課
長
が
運
行
を
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。

ウ
　
措
置
請
求
に
対
す
る
考
え
方

以
上
の
よ
う
に
、
平
成
1
6
年
１
月
２
日
の
秘
書
課
長
の
成
田
出
張
は
公
務
上
の
必
要
性

か
ら
行
わ
れ
た
公
務
そ
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
れ
に
関
連
し
て
公
用
車
を
使
用
し
た
こ

と
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
全
て
適
正
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

な
お
、
知
事
の
公
用
車
使
用
に
関
す
る
明
確
な
使
用
基
準
が
な
い
こ
と
か
ら
、
今
後
と

も
、
知
事
の
公
用
車
使
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
使
用
目
的
等
を
十
分
確
認
し
な
が
ら
適
正
に

運
行
し
て
ま
い
り
た
い
。

（
２
）
東
京
事
務
所
の
説
明

公
用
車
の
使
用
に
つ
い
て

平
成
1
6
年
１
月
２
日
に
つ
い
て
は
、
知
事
は
午
後
３
時
過
ぎ
に
成
田
空
港
に
到
着
す
る

予
定
で
、
秘
書
課
長
が
成
田
空
港
で
知
事
と
合
流
し
、
知
事
が
不
在
中
の
県
内
状
況
の
報

告
と
翌
１
月
３
日
か
ら
の
知
事
の
用
務
の
打
ち
合
わ
せ
な
ど
、
公
務
で
出
張
す
る
と
の
連

絡
を
受
け
て
い
た
。

こ
の
た
め
、
秋
田
に
帰
る
ま
で
の
移
動
の
時
間
を
効
率
的
に
使
え
る
こ
と
か
ら
、
秘
書

課
と
協
議
の
う
え
、
成
田
空
港
か
ら
羽
田
空
港
ま
で
の
移
動
中
に
、
公
用
車
内
で
報
告
・

打
ち
合
わ
せ
す
る
こ
と
は
合
理
的
で
あ
る
と
判
断
し
、
公
用
車
の
運
行
を
命
じ
た
も
の
で

あ
る
。

３
　
監
査
委
員
の
判
断

以
上
の
よ
う
な
事
実
関
係
の
確
認
及
び
監
査
対
象
課
の
説
明
に
基
づ
き
、
本
件
請
求
に
つ
い

て
次
の
よ
う
に
判
断
す
る
。

（
１
）
秘
書
課
長
の
成
田
出
張
の
必
要
性
に
つ
い
て

請
求
人
が
「
知
事
が
私
用
の
休
暇
中
と
い
え
ど
も
秘
書
課
長
ら
が
知
事
と
連
絡
を
と
る
必

要
が
あ
る
場
合
の
出
張
等
は
公
務
性
が
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
と
お
り
、
必
要
性
が
あ
れ

ば
休
暇
を
終
え
帰
国
し
た
知
事
に
事
態
を
報
告
す
る
た
め
、
職
員
が
成
田
空
港
ま
で
出
張
す

る
こ
と
は
当
然
有
り
う
る
。

し
か
し
、
請
求
人
は
「
情
報
伝
達
手
段
の
発
達
し
て
い
る
今
日
、
知
事
の
秋
田
帰
着
を
待

て
ず
に
成
田
空
港
ま
で
出
向
く
ほ
ど
の
緊
急
性
が
あ
っ
た
と
は
到
底
思
わ
れ
な
い
。
」
か
ら

必
要
性
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
秘
書
課
は
、
「
例
年
知
事
あ
い
さ
つ
の
調
整
は
正
月
２
日
を
中
心
に
知
事
公

舎
で
行
っ
て
い
た
が
、
帰
国
後
の
翌
日
３
日
及
び
４
日
は
公
務
が
入
っ
て
お
り
、
ま
た
、
公

務
以
外
に
も
私
的
な
用
務
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
は
、
２
日
当
日
の
帰
宅
が
午
後
８
時
頃
と
遅

い
時
間
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
例
年
の
よ
う
な
打
合
せ
は
困
難
と
考
え
、
知
事
の
上
京

前
に
秘
書
課
長
の
成
田
出
張
に
つ
い
て
、
知
事
と
も
相
談
の
上
決
め
た
も
の
で
あ
る
。
ま

た
、
年
末
年
始
の
事
件
、
事
故
を
中
心
に
、
知
事
不
在
中
の
報
告
を
早
急
に
行
う
必
要
が
あ

っ
た
。
」
と
説
明
し
て
い
る
。

確
か
に
、
知
事
が
年
末
年
始
を
利
用
し
て
外
国
を
旅
行
し
不
在
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
帰
国

後
の
知
事
の
日
程
が
立
て
込
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
帰
国
時
の
移
動
中
に
打
合
せ
や
報
告
を
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行
っ
た
こ
と
は
特
に
不
自
然
で
な
い
。

（
２
）
公
用
車
の
使
用
に
つ
い
て

次
に
、
請
求
人
は
公
用
車
の
使
用
に
つ
い
て
も
疑
問
を
呈
し
て
い
る
が
、
秘
書
課
は
「
秘

書
課
長
が
知
事
に
対
し
て
早
急
に
報
告
や
打
ち
合
わ
せ
を
す
る
必
要
性
が
あ
り
、
公
用
車
や

航
空
機
で
の
移
動
中
も
含
め
、
４
時
間
以
上
に
わ
た
っ
て
、
時
に
は
図
面
や
写
真
も
使
用
し

た
。
そ
の
た
め
に
は
公
用
車
を
使
用
し
、
そ
の
車
中
で
行
っ
た
ほ
う
が
よ
り
合
理
的
で
あ
っ

た
。
」
と
説
明
し
て
お
り
、
報
告
に
正
確
を
期
し
、
緊
急
性
か
ら
時
間
を
効
率
的
に
使
い
た

い
と
す
る
秘
書
課
の
判
断
は
理
解
で
き
、
そ
の
た
め
公
用
車
を
使
用
す
る
利
便
性
も
考
慮
に

入
れ
る
と
、
不
当
な
使
用
と
ま
で
は
い
え
な
い
。

（
３
）
結
論

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
請
求
に
は
理
由
が
な
い
も
の
と
判
断
す
る
。

な
お
、
特
に
次
の
と
お
り
付
言
す
る
。

知
事
の
海
外
旅
行
の
帰
国
時
に
職
員
が
成
田
ま
で
出
張
す
る
こ
と
は
、
経
済
的
合
理
性

か
ら
し
て
好
ま
し
い
と
は
い
え
ず
、
今
後
は
慎
重
に
対
応
さ
れ
る
こ
と
を
望
む
。
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